
－ Ⅰ －

【徳島県人事行政の運営状況】

第１ 職員の任免及び職員数に関する状況

１ 職員の採用の状況 １

(1) 徳島県人事委員会職員採用試験による採用状況
(2) 徳島県公立学校教員採用審査による採用状況
(3) 徳島県の各部局毎の採用人数の状況

２ 職員の退職の状況 ２

３ 職員数の状況 ３

(1) 部門別職員数
(2) 年齢別職員構成の状況
(3) 適正な組織・職員体制の構築について
ア 組織・職員体制の適正化に向けた目標

イ 組織・職員体制の適正化手法

第２ 職員の人事評価の状況

１ 知事部局等・教育委員会・公営企業の状況 ５

２ 警察本部の状況 ５

第３ 職員の給与の状況

１ 総括 ６

(1) 人件費の状況
(2) 職員給与費の状況
(3) 特記事項

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 ７

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況
(2) 職員の初任給の状況
(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

３ 一般行政職の等級別職員数等の状況 ９

(1) 一般行政職の等級別職員数及び給料表の状況
(2) 昇給への人事評価の活用状況

４ 職員の手当の状況 １１

(1) 期末手当・勤勉手当
(2) 退職手当
(3) 地域手当
(4) 特殊勤務手当
(5) 時間外勤務手当
(6) その他の手当

５ 特別職の報酬等の状況 ２１

６ 公営企業職員の状況 ２２

(1) 電気事業
(2) 工業用水道事業
(3) 病院事業

第４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況



－ Ⅱ －

１ 勤務時間の状況 ３６

(1) 知事部局等・教育委員会・公営企業の状況
(2) 警察本部の状況

２ 休暇の状況 ３６

(1) 年次有給休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 介護休暇

３ 育児短時間勤務の状況 ３７

第５ 職員の休業の状況

１ 育児休業の状況 ３７

２ 自己啓発休業の状況 ３８

３ 配偶者同行休業の状況 ３８

４ 修学部分休業の状況 ３８

５ 高齢者部分休業の状況 ３８

第６ 職員の分限及び懲戒処分の状況

１ 分限の状況 ３８

２ 懲戒の状況 ３８

第７ 職員の服務の状況

１ 職務専念義務の状況 ３９

２ 営利企業等の従事制限の状況 ３９

第８ 職員の退職管理の状況 ３９

第９ 職員の研修の状況

１ 知事部局等(公営企業含む)の状況 ４０

(1) 自治研修センター研修
ア 一般研修

イ 特別研修

(2) 派遣研修
２ 教育委員会の状況 ４０

(1) 総合教育センター等研修
ア 基本・職務研修

イ 特別・推薦研修

ウ 希望研修

(2) 派遣研修
３ 警察本部の状況 ４１

(1) 徳島県警察学校
ア 階級別の研修

イ その他の研修

(2) 派遣研修
第１０ 職員の福祉の状況

１ 安全衛生管理体制の状況 ４２

２ 健康診断事業の状況 ４２

３ 健康推進事業の状況 ４３

４ 互助会制度の状況 ４３



－ Ⅲ －

５ 公務災害の状況 ４４

第１１ 職員の利益の保護の状況

１ 知事部局等・教育委員会・警察本部の状況 ４５

２ 公営企業の状況 ４５



－ Ⅳ －

【徳島県人事委員会の業務状況】

第１ 職員の競争試験及び選考の状況

１ 採用試験 ４６

２ 昇任試験 ５０

３ 選考 ５１

(1) 採用の選考

(2) 障がい者を対象とした職員採用選考

４ 昇任の選考及び転任の承認 ５１

第２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

１ 給与に関する事項について ５２

(1) 月例給について
(2) 期末手当・勤勉手当について
(3) 改定の実施時期

２ 人事行政に関する事項について ５３

(1) 勤務環境の整備
ア 長時間労働の是正

イ 学校現場における教員の負担軽減

ウ 職員の健康管理

エ 仕事と生活の両立支援

(2) 多様で有為な人材の確保・育成
(3) 女性職員の育成・登用
(4) 高齢層職員の能力・経験の活用
(5) 服務規律の確保

第３ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況 ５６

第４ 不利益処分に関する審査請求の状況 ５６



【徳島県人事行政の運営状況】

第１ 職員の任免及び職員数に関する状況

１ 職員の採用の状況

人事委員会の職員採用試験による採用、公立学校教員採用審査による採用及び教員

以外の選考採用を合わせて令和４年度中に徳島県全体で６０４名を採用した。

このほか、再任用職員を２１３名、フルタイム会計年度任用職員を５９８名採用し

た。

（1）徳島県人事委員会職員採用試験による採用状況

このほか、令和４年度実施試験合格者の中から、大学卒業程度の行政事務１名、電気１名、

農業３名、林業１名、薬剤師１名、保健師３名及び福祉２名を令和４年度中に採用した。

競争率 R4年度
採　　用 受験率 合格者数 競争率 a/c 採用者数
予定者数 a b a/b c

(人) (人) (％) (人) (倍) (人) (倍) （人）

行 政 事 務 54名程度 481 379 78.79 112 3.38 75 5.05 49
学 校 事 務 4名程度 72 54 75.00 16 3.38 8 6.75 3
警 察 事 務 6名程度 78 63 80.77 18 3.50 12 5.25 5
電  気  Ａ 3名程度 9 7 77.78 6 1.17 5 1.40 3
電  気  Ｂ 1名程度 2 2 100.00 2 1.00 2 1.00 1
機　　　械 2名程度 9 7 77.78 5 1.40 4 1.75 2
建　　　築 3名程度 10 9 90.00 4 2.25 4 2.25 3
総 合 土 木 20名程度 26 23 88.46 19 1.21 17 1.35 12
農　   　業 12名程度 33 32 96.97 23 1.39 16 2.00 12
農業(畜産) 2名程度 3 2 66.67 1 2.00 1 2.00 1
林　   　業 7名程度 9 8 88.89 7 1.14 7 1.14 5
水　   　産 1名程度 10 7 70.00 4 1.75 2 3.50 1
薬  剤  師 10名程度 7 7 100.00 7 1.00 6 1.17 6
管 理 栄 養 士 2名程度 38 27 71.05 8 3.38 4 6.75 2
心　　   理 3名程度 12 12 100.00 6 2.00 5 2.40 3
保  健  師 18名程度 48 43 89.58 40 1.08 22 1.95 16
化　　　学 1名程度 8 7 87.50 5 1.40 2 3.50 2
司　　　書 2名程度 36 24 66.67 6 4.00 3 8.00 2

計 151名程度 891 713 80.02 289 2.47 195 3.66 128

総 合 土 木 2名程度 3 2 66.67 1 2.00 1 2.00 0
診療放射線技師 3名程度 10 6 60.00 6 1.00 4 1.50 4
臨床検査技師 3名程度 7 5 71.43 4 1.25 4 1.25 3

計 8名程度 20 13 65.00 11 1.18 9 1.44 7
一 般 事 務 3名程度 45 38 84.44 6 6.33 4 9.50 3
学 校 事 務 2名程度 37 34 91.89 8 4.25 5 6.80 1
警 察 事 務 2名程度 55 47 85.45 9 5.22 5 9.40 2
電　　　 気 1名程度 3 3 100.00 3 1.00 1 3.00 1
総 合 土 木 3名程度 3 3 100.00 3 1.00 3 1.00 2
農　　　 業 1名程度 2 2 100.00 1 2.00 1 2.00 1
林　   　業 2名程度 3 3 100.00 3 1.00 2 1.50 2

計 14名程度 148 130 87.84 33 3.94 21 6.19 12
行 政 事 務 18名程度 143 94 65.73 56 1.68 27 3.48 18

行政事務(ＤＸ) 2名程度 5 1 20.00 1 1.00 0 － 0
建　　　 築 2名程度 3 1 33.33 0 － 0 － 0
総 合 土 木 3名程度 6 5 83.33 4 1.25 2 2.50 1
保  健  師 2名程度 4 1 25.00 1 1.00 1 1.00 1

計 27名程度 161 102 63.35 62 1.65 30 3.40 20

行 政 事 務 3名程度 108 70 64.81 18 3.89 9 7.78 3

総 合 土 木 2名程度 5 4 80.00 3 1.33 1 4.00 0

計 5名程度 113 74 65.49 21 3.52 10 7.40 3
 　小　　計 1,333 1,032 77.42 416 2.48 265 3.89 170

24名程度 205 138 67.32 72 1.92 48 2.88 14
8名程度 59 36 61.02 24 1.50 20 1.80 7
19名程度 200 125 62.50 57 2.19 38 3.29 19
6名程度 55 36 65.45 21 1.71 15 2.40 6

 　小　　計 519 335 64.55 174 1.93 121 2.77 46

 　総　　計 1,852 1,367 73.81 590 2.32 386 3.54 216

＜人事委員会による職員採用試験＞（令和３年度実施）
第１次試験 第２次試験

受験者数 合格者数

警察官Ａ(男性)
警察官Ａ(女性)
警察官Ｂ(男性)
警察官Ｂ(女性)

試験区分
申込者数
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（2）徳島県公立学校教員採用審査による採用状況（令和３年度審査実施）

（3）徳島県の各部局毎の採用人数の状況（令和４年度）

２ 職員の退職の状況

定年齢（一部の職員を除き６０歳）に達した退職者、早期退職募集制度による退職

者及びその他自己都合や死亡等による退職者を合わせて令和４年度中に徳島県全体で

７３７名が退職した。

このほか、再任用職員が１３０名退職した。

試験区分
採　　用 

予定者数

申込者数
第１次試験 第２次試験

競争率
R4年度

受験者数 受験率 合格者数 競争率 合格者数 採用者数

(人) a (人 ) (％ ) b (人 ) a/b(倍） c (人) a/c(倍） (人)

小 学 校 教 諭
127名程度

366 333 90.98 190 1.75 94 3.54 85

中 学 校 教 諭 277 248 89.53 119 2.08 49 5.06 45

県 立 学 校 教 諭 53名程度 421 373 88.60 138 2.70 60 6.22 55

小 中 高 特 支 養 護 教 諭 3名程度 114 104 91.23 7 14.86 4 26.00 3

小 中 栄 養 教 諭 1名程度 11 9 81.82 3 3.00 1 9.00 1

障がい者 小 学 校 教 諭 (全校種・教科 

　　5名程度)

1 1 100.00 1 1.00 0 － 0

特別選考 小中高特支養護教諭 3 3 100.00 1 3.00 1 3.00 1

計 1,193 1,071 89.77 459 2.33 209 5.12 190

区　　分

右記以外の職員

再任用職員
フルタイム 

会計年度任用職員
人事委員会職員採
用試験及び教員採 その他選考採用 合計

用審査による採用

知 事 部 局 等 171 50 221 44 264

教 育 委 員 会 194 42 236 158 21

警 察 本 部 53 22 75 4 34

公 営 企 業 0 72 72 7 279

計 418 186 604 213 598

（注）「知事部局等」とは、知事部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、労働委員会事

　　　務局、収用委員会事務局及び徳島海区漁業調整委員会事務局である。「公営企業」とは、企業局、病院局である。

区　　分
右記以外の職員

再任用職員
定年 早期 その他 合計

知 事 部 局 等 88 26 37 151 48

教 育 委 員 会 263 64 102 429 75

警 察 本 部 44 4 31 79 3

公 営 企 業 13 11 54 78 4

計 408 105 224 737 130

（注）１　「知事部局等」とは、知事部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、労働委員

　　　　　会事務局、収用委員会事務局及び徳島海区漁業調整委員会事務局である。「公営企業」とは、企業局、病院局であ

　　　　　る。 

　　　２　フルタイム会計年度任用職員は含まない。
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３ 職員数の状況

（1）部門別職員数

(23.3%)
3136

(23.5%)
3151

(53.9%)
7255

(53.2%)
7125

Ｒ4.4.1職員数

(13.7%)
1840

Ｒ5.4.1職員数

(13.7%)
1836

(8.3%)
1121

(8.6%)
1150(0.9%)

119
(0.9%)
119

部門別職員数

一般行政

教育

警察

病院

その他

13,471人 13,381人
⇒

区 　　 分 職　 　 員　 　 数 対 前 年
主 な 増 減理 由

部 　　門 R4.4.1 R5.4.1 増 減 数

一 般 行 政 部 門

議 会 30 30 0

・令 和 ５年 度 にお い て は、 知 事選

挙の 結 果を 踏 まえ 、 ６ 月１ 日 付け

人事 異 動と し た結 果 、 採用 及 び退

職に よ り一 時 的な 増 減 が生 じ た。

総 務 711 703 △ 8

税 務 120 121 1

民 生 284 291 7

衛 生 468 481 13

商 工 171 167 △ 4

労 働 63 63 0

農 林 水 産 656 667 11

土 木 633 628 △ 5

小 計

3,136 3,151 15

＜ 206＞ ＜ 216＞ ＜ 10＞

≪ 218≫ ≪ 213≫ ≪ △ 5≫

特 別 行 政 部 門

教 育 7,255 7,125 △ 130
・児 童 数・ 生 徒数 の 減少 等 によ る

減

警 察 1,840 1,836 △ 4 ・出 向 者の 増 加に よ る減

小 計

9,095 8,961 △ 134

＜ 439＞ ＜ 514＞ ＜ 75＞

≪ 48≫ ≪ 45≫ ≪ △ 3≫

公 営企 業 等 会 計部 門

病 院 1,121 1,150 29
・医 療 の質 向 上に 向 けた ス タッ フ

の充 実 によ る 増

そ の 他 119 119 0

小 計

1,240 1,269 29

＜ 28＞ ＜ 32＞ ＜ 4＞

≪ 251≫ ≪ 245≫ ≪ △ 6≫

合 計

13,471 13,381 △ 90

＜ 673＞ ＜ 762＞ ＜ 89＞

≪ 517≫ ≪ 503≫ ≪ △ 14≫

（ 注） ＜＞内 は 再 任用 職 員 、≪ ≫ 内 はフ ル タ イム 会 計年 度 任 用職 員 の 数（ 外 数 ）で あ る。
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（2）年齢別職員構成の状況(令和５年４月１日現在)

（3）適正な組織・職員体制の構築について

社会情勢の変化に伴い顕在化する行政課題の解決に向け挑戦を続けられるよう、定

員の柔軟性や組織・職員の多様性を高め、年齢構成の適正化を図ることにより、将来

にわたる組織執行力の向上に取り組む。

ア 組織・職員体制の適正化に向けた目標

・ 適正な定員管理と組織人員体制の適正化

・ 組織・職員の多様性の向上

・ 将来を見据えた組織執行力の確保

イ 組織・職員体制の適正化手法

・ 社会情勢と行政需要の変化に応じて柔軟に職員数を管理しながら、業務執

行力を最大化する組織づくり、職種や専門分野の垣根を越えた人員配分、適

材適所の人事配置を実施

・ 任期付採用や県外社会人枠採用の活用、再任用職員や女性職員の活躍を推

進

・ 年齢構成を適正化を図りながら、優秀な職員を確保

区分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

計～～～～～～～～～～

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

53 523 1,268 1,351 1,376 1,226 1,182 1,287 1,433 1,552 1,750 380 13,381

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

20歳未満 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60歳以上

構成比

５年前の構成比
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3561

3430

3346
3292

3248
3206

3168 3146 3128 3116 3101 3089 3082

3162 3167
3136 3151

一般行政部門職員数の推移

第２ 職員の人事評価の状況

１ 知事部局等・教育委員会・公営企業の状況

能力及び業績に基づく公正な人事管理を行い、優れた人材の育成及び活用を図るこ

とを目的として、職員の人事評価及び自己申告を実施している。人事評価は職員がそ

の職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務

成績の評価を、自己申告は職員の自己診断をさせるとともに、自らの意見及び希望そ

の他人事管理上必要と思われる事項を申告させることをいう。

２ 警察本部の状況

公正かつ合理的な人事管理を行い、職員の職務能率の向上に資することを目的とし

て、人事評価を実施している。人事評価は、被評定者がその職務を遂行するに当たり

発揮した能力及び業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。また、人事評

価に併せて自己申告を実施している。なお、自己申告とは、職員に自己診断をさせる

とともに、自らの意見及び希望その他人事管理上必要と思われる事項を申告させるこ

とをいう。

区分 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 H19～R5年

部門 計

職員数 3,561 3,430 3,346 3,292 3,248 3,206 3,168 3,146 3,128 3,116 3,101 3,089 3,082 3,162 3,167 3,136 3,151

減　員 195 203 161 112 98 85 72 52 43 38 41 38 23 67 57 30 1,315

増　員 64 119 107 68 56 47 50 34 31 23 29 31 103 72 26 45 905

削減数 △ 131 △ 84 △ 54 △ 44 △ 42 △ 38 △ 22 △ 18 △ 12 △ 15 △ 12 △ 7 80 5 △ 31 15 △ 410

一
般
行
政
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第３　職員の給与の状況
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

（３）特記事項

（注）　平成２５年１２月期については、管理職員に係る期末・勤勉手当を５％減額。

千円 千円

51,141,309 11,049,862

期末・勤勉手当

Ｂ Ｂ／Ａ

6,665

計

　　　　　千円

19,324,100

千円

１％～５％減額（医師を除く）

期間 給料

12,231 81,515,271

管理職手当

平成16年4月1日～平成19年3月31日 －

区分

％

人件費率実質収支 （参考）人件費

Ｂ／ＡＢ

住民基本台帳人口 歳出額　

人　 千円千円 ％

Ａ

職員数

令和４年度

千円

令和３年度の人件費率

区分

（令和5年1月1日）

令和４年度

113,713,073

一人当たり

給与費

535,631,500 11,549,540 21.2718,879 21.0

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給　 料 職員手当

人 千円

Ａ

平成25年7月1日～平成26年3月31日

約１０％減率

 平成19年4月1日～平成19年12月31日 － １０％減額

平成20年1月1日～平成23年3月31日 ７％～１０％減額（医師を除く）
１５％減額

平成23年4月1日～平成25年3月31日

３％～１０％減額
（診療に従事する医師を除く）

１０％減額

  　  ２　職員数は、令和４年４月１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員、再任用職員（短時間
　　　　　勤務）及び会計年度任用職員を含まない。

   　 ３　給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれている
　　　　　が、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）

（ア）一般行政職

歳 円 円

（イ）技能労務職

歳 人 円 円

歳 人 円 円

（ウ）高等（特別支援・専修・各種）学校教育職

歳 円 円

（エ）小・中学校（幼稚園）教育職

歳 円 円

（オ）警 察 職

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和５年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当　　　　 

　　　　などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされてい

　　　　るものである。　

　

平均給与月額

429,057

357,93443.1

平均年齢

46.3徳島県

徳島県

318,079

平均給与月額

465,19938.2

355,664 379,111

平均年齢

うち用務員 11

43.2

平均給料月額

327,074

区　　分

徳島県

区　　分 職員数

2857.2徳島県

58.6

平均年齢 平均給料月額区　　分 平均給与月額

397,864

平均年齢 平均給与月額

414,753

平均給料月額 平均給与月額

355,068 394,270

平均給料月額

平均給料月額

徳島県

区　　分

381,636

平均年齢区　　分
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（２）職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

円 円

円 円

円 －

円 －

円 －

円 －

円 －

円 －

円 円

円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

371,354

経験年数３０年

－

398,013

408,538

227,644

376,275

－

313,282

－ － －

－

－

－

－

389,413 410,665 424,410

－

423,487

－

422,156大　学　卒 277,892 367,972 401,993

257,173 336,071

181,100

大　学　卒

技能労務職

高　校　卒

高　校　卒 －

中　学　卒

高等学校
教育職

178,000

－

257,153 357,423 380,137

212,000

経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年

高　校　卒

大　学　卒 414,250

－

－高　校　卒

区　　　         分

警　察　職

小・中学校
教育職

309,658

警　察　職

一般行政職

185,200

区　　　分 徳島県

191,700
一般行政職

大　学　卒

高　校　卒

中　学　卒

310,338 349,200

－

393,387

大　学　卒

154,600

170,500

156,800

高等学校教育職
大　学　卒

国

技能労務職

214,200

小・中学校教育職
170,500

214,200

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒 158,900

高　校　卒

高　校　卒

高　校　卒

147,700

大　学　卒

214,900
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３　一般行政職の等級別職員数等の状況

（１）一般行政職の等級別職員数及び給料表の状況　（令和５年４月１日現在）

（注）１　徳島県の給与条例に基づく給料表の等級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの等級に該当する代表的な職務である。

  

16.4

198,500

標準的な職務内容
最高号俸の
給料月額

円

527,500

円

234,400 350,000

458,400

円

319,200 410,200

円

381,000

円 円

290,700 393,000

円 円

444,900

408,100 468,600

円 円

円 円

１級

主任主事２級

職務の等級

主事

304,200

円

１号俸の
給料月額

　　　　　　　　人 円

150,100 247,600

円 円

488

次長

36

82

　　　　　　　　人

1.1

　　　　　　　　％

362,900
７級

９級

８級

部長

局長

468

2.4

円　　　　　　　　人

16

　　　　　　　　人

課長

　　　　　　　　％

職員数

　　　　　　　　％

14.3

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

13.7

797

　　　　　　　　人

５級 課長補佐

266,000
係長

558

414

　　　　　　　　％

16.3

　　　　　　　　％

23.3

12.1

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

構成比

円

４級

６級

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

0.5

559

３級 主任

１級

16.4%
１級

13.8%
１級

10.1%

２級

12.1%
２級

12.4% ２級

10.5%

３級

16.3%
３級

16.1% ３級

19.7%

４級

23.3%
４級

23.8%
４級

24.2%

５級

14.3%
５級

14.5%
５級

16.5%

６級

13.7%
６級

14.8%

６級

14.5%

７級

2.4%
７級

2.7%

７級

2.7%

８級

1.1%
８級

1.3%

８級

1.2%

９級

0.5%

９級

0.6%

９級

0.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和５年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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（２）昇給への人事評価の活用状況（知事部局）

　ロ．人事評価を活用していない

○

　標準の区分のみ（一律）

○

○

　活用している昇給区分
昇給可能な

区分

　標準、下位の区分

　イ．人事評価を活用している

管理職員

○

　上位、標準の区分

昇給実績が
ある区分

○

○

　上位、標準、下位の区分

　活用予定時期

昇給実績が
ある区分

一般職員
令和4年4月2日から令和5年4月1日

までにおける運用

昇給可能な
区分
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４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

（令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　　５～２０％ 　・役職加算　　　５～２０％

　・管理職加算　　２３～２５％ 　・管理職加算　　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（知事部局）

国

2.00

支給可能な
成績率

(0.95)

－

(0.95)

2.40 2.00

(1.35)

　活用している成績率

　イ．人事評価を活用している

支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

令和４年度中における運用

１人当たり平均支給額（令和４年度）

2.40

(1.35)

1,596

　ロ．人事評価を活用していない

管理職員 一般職員

○○

○　上位、標準、下位の成績率 ○

　上位、標準の成績率

支給実績が
ある成績率

　標準の成績率のみ（一律）

千円　

　活用予定時期

○

　標準、下位の成績率

○

徳 島 県

-11-



（２）退職手当（令和５年４月１日現在）

徳　　　　　　島　　　　　　県 国

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～４５％加算） （２％～４５％加算）

１人当たり平均支給額　　　　

千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額である。

（３）地域手当（令和５年４月１日現在）

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

％ ％

（注）　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定した場合の

　　　加重平均の支給率である。   

1.9

953,882

75

支給実績（令和４年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

15

20

愛知県名古屋市 2 15

東京都特別区

千円

16

支給対象職員数支給対象地域

16

19.6695

28.0395

39.7575

28.0395

24.586875

33.27075

39.7575

21

0

1 1.7

1

1

1.7

10

2 1.7

高知県高知市

医師 16

7,432 1.7 3

千円

国の制度(支給率)

32

平　均　支　給　率

香川県高松市

1.8

16

21

大阪府大阪市

20

161

47.709

47.709

47.709

19.6695

徳島県徳島市・鳴門市・阿南市

支給率

47.709

広島県広島市

神奈川県川崎市

鳥取県鳥取市

0

10

47.709

24.586875

33.27075

47.709

1,943 21,739

愛媛県松山市

5 6 6

0

16

県内　上記３市以外 1.7 05,047
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（４）特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

支給実績（令和４年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度）

566,336

支給実績
(令和４年度決算)

　％

千円

左記職員に対する
支給単価

(1)～(4)日額　750円
(5)日額　600円

131 千円

(1)日額　550円
(2)～(4)日額　750円

日額　310円

35

53.4

5,890 千円

職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1)取締船に乗船して行う漁業取締りの業務又は取締船に
乗船しないで漁業監督吏員として行う漁業取締りの業務
(2)不法投棄等の取締り等のための指導又は監督の業務
(3)道路、河川、海岸、港湾、森林等の管理に関する法令
違反又は砂利採取若しくは採石に関する法令違反の取締り
業務
(4)徳島県生活環境保全条例の規定による特定事業に関す
る条例違反の指導業務

1,103 千円

84

職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1)納税義務者、滞納者等に対して行う県税の賦課徴収の
業務又は地方税法の規定による県税に関する犯則事件の調
査の業務若しくはこれに関連する調査の業務
(2)土地の取得等に関し権利者と直接接して行う交渉業務
(3)道路、河川、国有財産等の境界確定に関する交渉業務
(4)徳島県港湾施設管理条例第8条の規定による使用料の徴
収業務
(5)要保護者等に対して行う指導、相談又は調査に関する
業務

手当の種類（手当数）

取締等業務手当

困難折衝等業務手当

支給対象

千円

危険等予防業務手当

手当の名称

職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による一般
廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設等に関する立入検査
等の業務
(2)浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査の業務
(3)廃棄物処理施設又は浄化槽から排出される汚水の検査
の業務
(4)人体から排出されるふん便の集団的検査の業務
(5)大気汚染防止法第26条第1項の規定によるばい煙発生施
設等その他の物件の立入検査の業務
(6)水質汚濁防止法第22条第1項の規定による特定施設その
他の物件の立入検査の業務
(7)ダイオキシン類対策特別措置法第34条第1項の規定によ
る特定施設その他の物件の立入検査の業務
(8)化製場等に関する法律第6条第1項の規定による化製場
又は死亡獣畜取扱場の立入検査の業務
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(12)(11)に規定する精神保健指定医による診察への立会い
の業務
(13)法第29条の2の2第1項又は第34条の規定による精神障
害者の病院への移送の業務
(14)法第47条第1項に規定する相談及び指導の業務
(15)狂犬病予防法の規定による犬の捕獲、抑留、殺処分若
しくは病性鑑定又はこう傷犬の診断の業務
(16)と畜場法第14条の規定による獣畜のと殺又は解体に係
る検査の業務
(17)動物の愛護及び管理に関する法律第24条第1項、第24
条の2第3項、第25条第5項若しくは第33条第1項の規定によ
る立入検査、同法第35条第1項の規定による引取り又は同
法第36条第2項の規定による収容の業務
(18)徳島県動物の愛護及び管理に関する条例の規定による
飼い犬の捕獲、収容又は殺処分の業務
(19)航空機に搭乗して行う、大気又は海洋の汚染状況の調
査の業務、災害時における救助活動等の業務

(1)～(4)、(4-3)～(8)
日額310円
(4-2)日額　380円
(9)日額　350円
(10)日額　400円
(11)日額　400円
(12)日額　400円
(13)日額　550円
(14)日額　400円
(15)～(18)日額　750円
(19)１時間　1,900円

10,791 千円職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1)感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護
の業務又は感染症の病原体に汚染された物件等の処理業務
(2)感染症の患者の診療、看護若しくは入院のための移送
の業務又は感染症の病原体に汚染された物件等の処理業務
(3)保健師として行う感染症の患者に対する面接療養指導
の業務
(4)家畜伝染病の病原体を有する家畜等に対する防疫業務
（(4-2)の業務を除く）
(4-2)家畜伝染病のまん延を防止するために行う家畜のと
殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の業
務
(4-3)家畜伝染病のまん延を防止するために行う業務
（(4-2)の業務を除く）
(5)感染症等の病原体の検索又は培養検査の業務
(6)有害物を使用して行う健康を害するおそれがあると認
められる程度の試験、研究又は検査の業務
(7)計量法の規定による液化石油ガスメーターに係る検定
又は立入検査の業務
(8)家畜の飼養等の管理業務
(9)放射線に関する業務
(10)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第1
項の規定による精神障害者又はその疑いのある者の居住す
る家庭を訪問して行う調査の業務
(11)精神保健指定医として行う法第27条第1項若しくは第2
項又は第29条の2第1項の規定による診察の業務

(20)患者接触等
　　　日額　4,000円
　　その他
　　　日額　3,000円

（新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処する
ための危険業務手当の特例）
(20)職員が新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び
健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務

危険業務手当
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特定大規模災害等対処
作業手当

0 千円

外国勤務手当

(1)日額　4,000円以内
(2)①
原子炉建屋内
　日額　40,000円以内
原子炉建屋内以外
　日額　20,000円以内
②日額　10,000円以内

勤務１月につき、外務公
務員とした場合に在外公
館の名称及び位置並びに
在外公館に勤務する外務
公務員の給与に関する法
律の規定により支給され
ることとなる在勤手当の
うち、在勤基本手当、住
居手当及び子女教育手当
の額の合計額

外国に駐在を命ぜられた職員が、当該外国においてその命
令に係る業務に従事したとき

14,719 千円

（東日本大震災に対処するための危険現場作業手当の特
例）
(13)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内にお
いて行う作業
(14)帰還困難区域において行う作業
(15)居住制限区域において行う作業

(1)日額　300円
(2)～(8)日額　350円
(9)日額　450円
(10)日額　480円
(11)巡回監視
　　　日額　710円
　　応急作業等
　　　日額　1,080円
(12)潜水深度
20メートルまで
　１時間　350円
30メートルまで
　１時間　780円
30メートル超
　１時間　1,500円

日額　550円

(13)原子炉建屋内
　　　日額　40,000円
　　故障設備確認
　　　日額　20,000円
　　免震重要棟内
　　　日額　3,300円
　　その他
　　　日額　13,300円
(14)屋外　日額　6,600円
    屋内　日額　1,330円
(15)屋外　日額　3,300円
    屋内　日額　660円

職員が次に掲げる業務に従事した場合に支給する。
(1)傾斜地、不整地等における道路運送車両法施行規則別
表第1に掲げる大型特殊自動車若しくは小型特殊自動車の
運転作業又は農業用機械の運転作業
(2)火薬類取締法又は高圧ガス保安法の規定による保安検
査、立入検査、自主検査の立会い又は災害調査の業務
(3)地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所
における測量、調査、指導監督等の業務
(4)橋脚の基礎工事その他河川、港湾等におけるこれに類
する工事における水面下4メートル以上の深所で行う調査
又は指導監督の業務
(5)交通を遮断することなく行う道路の維持修繕、測量等
の作業
(6)海上にある異形ブロック等の足場の不安定な箇所にお
ける検査、指導監督若しくは調査の業務又は水上における
流木の除去等の作業
(7)調査又は研究のため船舶に乗り込んで行う採水、採泥
等の作業
(8)崩壊、転落等の危険性のある急傾斜地等における現場
調査又は検査の業務、工事用重機が稼働している現場にお
ける指導監督等の業務
(9)トンネルの坑内におけるトンネル掘り作業の指導監督
等の業務
(10)洪水警戒体制時のダム管理業務
(11)異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは
発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監
視の業務又は当該現場における重大な災害の発生した箇所
若しくは発生するおそれの著しい箇所において行う応急作
業若しくは応急作業のための災害状況の調査の業務
　・河川の堤防等
　・道路法第46条第1項第1号の規定に基づき通行が禁止さ
れている区間内の道路又はその周辺
　・港湾施設等
　・土地改良施設
　・治山施設等
(12)潜水器具を着用して行う潜水作業

4,776 千円

訓練業務手当

危険現場作業手当

火災防御訓練又は救助訓練の実技指導の業務に従事したと
き

218 千円

(1)職員及び警察職員が特定大規模災害に対処するため死
体の取扱いに関する作業に従事したとき
(2)原子力緊急事態宣言があった場合で、職員及び警察職
員が次に掲げる作業に従事したとき
①緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所の敷
地内において行う作業
②原子力災害対策本部長指示に基づき設定された区域等に
おいて行う作業
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考査手当

特殊業務手当 (1)①日額　8,000円
（甚大災害　16,000円）
②日額　7,500円
③日額　7,500円
(2)日額　5,100円
(3)日額　5,100円以内
(4)日額　3,600円以内

(1)１時間　600円
(2)１時間　600円
(3)日額　700円

日額　380円

１時間　220円

(1)１時間　310円
(2)１時間  550円
(3)１時間　780円
(4)１時間　1,500円

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学
校の指導教諭又は教諭のうち教務主任、学年主任その他の
主任等で、困難な職務を担当する指導教諭又は教諭が、当
該担当に係る業務に従事したとき

高等学校設置基準第6条第2項に規定する農業に関する学科
を置く高等学校に勤務する学校職員がビニールハウス又は
ガラスハウス内において、生徒の実習に係る作業に1日に
つき2時間以上従事したとき

85 千円

1,148 千円

(1)夜間の定時制課程以外の課程(以下「昼間部」という)
の勤務を本務とする教育職員が夜間の定時制課程(以下
「夜間部」という)の授業又はその補助を行ったとき
(2)夜間部の勤務を本務とする教育職員が昼間部の授業又
はその補助を行ったとき
(3)夜間部の事務若しくはその補助又は徳島県立しらさぎ
中学校の夜間における事務若しくはその補助に従事する普
通職員

160 千円

徳島県立徳島科学技術高等学校の学校職員が、漁業実習の
ため海上で勤務したとき

14 千円

徳島県立徳島科学技術高等学校の学校職員が潜水器具を着
用して潜水作業に従事したとき
潜水深度
(1)１０メートルまで
(2)２０メートルまで
(3)３０メートルまで
(4)３０メートルを超える場合

0 千円

59,026 千円

小学校又は中学校の2以上の学年の児童又は生徒で編成さ
れている学級を担当する教育職員(管理職手当を受ける教
育職員を除く)が、当該学級における授業又は指導に従事
したとき
(1)3の学年の児童又は生徒で編成されている学級における
授業又は指導
(2)2の学年の児童又は生徒で編成されている学級における
授業又は指導

県立の中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校
の教育職員が、県立の中学校、高等学校、中等教育学校又
は特別支援学校の入学考査の結果処理のための勤務に従事
したとき

3,049 千円

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学
校の教育職員で職務の級が小学校中学校教育職給料表又は
高等学校等教育職給料表の1級、2級又は特2級のものが、
次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身
に著しい負担を与える程度に及ぶとき
(1)学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で
次に掲げるもの
①非常災害時における児童(幼児を含む。)若しくは生徒の
保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
②児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
③児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2)修学旅行、林間・臨海学校等において児童又は生徒を
引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3)対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う
指導業務で泊を伴うもの、又は週休日若しくは休日若しく
は休日の代休日に行うもの
(4)学校の管理下において行われる部活動における児童又
は生徒に対する指導業務で週休日若しくは休日等又は休日
等に当たる日以外の正規の勤務時間が３時間４５分若しく
は４時間である日に行うもの

286,147 千円

(1)日額　350円
(2)日額　290円

多学年学級担当手当

日額　200円

潜水手当

教育業務連絡調整手当

沖合手当

昼夜間勤務手当

日額　300円温室内作業手当

夜間学級業務手当 徳島県立しらさぎ中学校の教育職員（定時制通信教育手当
を受ける者を除く。）が、本務として同校の夜間学級の業
務に従事する場合

2,639 千円 管理職手当受給者
月額　給料月額×4/100
その他
月額　給料月額×5/100
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夜間特殊業務手当

警ら作業手当

死体処理手当

少年補導手当

警察職員が警察署において留置施設の看守業務に従事した
とき

通信指令作業手当

看守手当

警察職員が、突発的に発生した事件又は事故の処理作業に
従事するため職務に専念する義務がない時間に緊急の呼出
しを受け、正規の勤務時間外である夜間（午後9時から翌
日の午前5時までの間）において、当該作業に従事したと
き

95 千円

勤務１回につき650円

警察職員が主として少年の補導作業に従事したとき 194 千円

警察職員が柔道、剣道等の術科指導に従事したとき

警察職員が次に掲げる作業に従事したとき
(1)高速自動車国道又は自動車専用道路において高速道路
交通警察隊に所属する警察職員が行う交通取締用自動車の
運転作業
(2)交通取締用大型自動二輪車の運転作業
(3)交通取締用自動車その他特殊自動車の運転作業（(2)の
作業を除く）

8,960 千円

警察職員が、指紋、手口若しくは写真を利用し、又は理化
学、法医学若しくは銃器弾薬類の知識を利用して、次に掲
げる作業に従事したとき
(1)主として犯罪現場において行う犯罪鑑識作業
(2)(1)以外の犯罪鑑識作業

4,075 千円

警察職員（特殊自動車運転作業手当の支給を受ける警察職
員を除く）が主として交通の指導取締り、交通事故の処理
の作業又は交通事故事件の捜査作業に従事したとき

警察職員が次に掲げる作業に従事したとき
(1)主として犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕に
従事する私服員たる警察職員が行う作業
(2)銃器に係る犯罪の犯人の逮捕等の作業で次のいずれか
に該当するもの
①銃器又は銃器と考えられる物が使用されている犯罪現場
における犯人の逮捕、人質の救出又は犯人の説得の作業
②銃器を使用した犯人又は銃器を所持する犯人の逮捕の作
業
③①に掲げる作業に付随して行われる固定配置による警戒
の作業
④②に掲げる作業に付随して行われる固定配置による警戒
の作業
⑤銃器が使用された暴力団の対立抗争事件に係る暴力団の
事務所等の直近における固定配置による警戒作業
⑥暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止す
るために行う保護対策の作業

警察職員が次に掲げる作業に従事したとき
(1)死体の解剖の立会い又は補助の作業
(2)死体の収容又は検視の作業

18,157 千円

特殊自動車運転作業手
当

日額　560円

警察職員が警ら活動その他の地域警察活動の作業に従事し
たとき

交通捜査作業手当

犯罪鑑識作業手当

爆発物処理等手当

緊急呼出手当

交替制勤務に服する警察職員が正規の勤務時間による勤務
の一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)にお
いて行われる警ら、警戒、犯罪の捜査、交通の指導取締り
又は留置施設の看守の業務に２時間以上従事したとき

55,303 千円

30,749 千円

術科指導手当

犯罪捜査作業手当

24,946 千円

警察職員が、次に掲げる業務に従事したとき
(1)爆発物容疑物件の処理作業
(2)特殊危険物質(サリン及びサリン以上の又はサリンに準
ずる強い毒性を有する物質をいう。)又はその疑いのある
物質の処理作業
(3)特殊危険物質による被害の危険がある区域内において
行う作業((2)に掲げる作業を除く)
(4)特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実
験で当該物質が発生するおそれがある作業
(5)火薬類取締法又は高圧ガス保安法の規定による立入検
査又は災害調査の作業

62 千円

1,874 千円 １回　1,240円

日額　300円

日額　350円

日額　300円

4,009 千円

22,495 千円

(1)日額　560円
(2)①日額　1,640円
　 ②日額　1,100円
　 ③日額　1,100円
　 ④日額　820円
　 ⑤日額　820円
　 ⑥日額　820円

(1)爆発物容疑物件１個に
つき　5,200円
(2)日額　5,200円
(3)日額　250円
(4)日額　460円
(5)日額　300円

(1)日額　560円
(2)日額　560円
(3)日額　420円

検視官その他の警察本部
長が指定する職にある警
察職員
　１体　3,200円
その他の警察職員
　(1)１体　3,200円
　(2)１体　2,200円

警察職員が主として通信指令作業に従事したとき 日額　160円

日額　290円

547 千円

(1)日額　560円
(2)日額　280円
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（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○○年度決算）」と同じ年度の

　　４月１日現在の総職員数（管理職員、教職員等、制度上時間外勤務手当の対象とならない職員を除く。）

　　であり、短時間勤務職員を含む。  

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

１時間　550円

2,513 千円

1,117 千円

警察職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき

災害警備等手当

潜水手当

3,599,233

航空機搭乗業務手当

支給実績（令和４年度決算）

148 千円警察職員が天皇若しくは皇族等の身辺の警衛又は警護の業
務に従事したとき

警護等手当

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 686

操縦士
公安職給料表6級以上
　１時間　5,100円
公安職給料表5級以下
　１時間　3,600円
整備士
　１時間　2,200円
その他の警察職員
　１時間　1,900円

感染危険手当 警察職員が新型コロナウイルス感染症の患者に係る業務に
従事したとき

1,180 千円 患者接触等
　日額　4,000円
その他
　日額　3,000円

日額　640円

16 千円

警察職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したと
き
(1)航空機乗組員として行う業務
(2)操縦練習又は教育訓練
(3)捜索救難、犯罪捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取
締り

警察職員が異常な自然現象又は大規模な事故により重大な
災害が発生した箇所又はその周辺において次に掲げる作業
に従事したとき
(1)都道府県警察に災害警備本部が設置された場合又は相
当多数の死傷者のある災害が発生した場合における災害警
備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、
鑑識作業又はこれらに相当する作業（引き続き２日以上従
事した場合に限る）
(2)著しく危険な人命救助の作業

（東日本大震災に対処するための災害警備等手当の特例）
(3)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内にお
いて行う作業
(4)帰還困難区域において行う作業
(5)居住制限区域において行う作業

3,632,385

(1)日額　840円
(2)日額　840円
(3)
原子炉建屋内
　日額　40,000円
故障設備確認
　日額　20,000円
免震重要棟内
　日額　3,300円
その他
　日額　13,300円
(4)屋外　日額　6,600円
   屋内　日額　1,330円
(5)屋外　日額　3,300円
   屋内　日額　660円

682

支給実績（令和３年度決算）
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（６）その他の手当（令和５年４月１日現在）

(1)自ら居住するための住宅を借り受け、月額
14,000円を超える家賃を支払っている職員に支
給
　①家賃25,000円以下　家賃額－14,000円
　②家賃25,000円超～59,000円未満
　　　(家賃額－25,000円)×1/2＋11,000円
　③家賃59,000円以上　28,000円
(2)単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住
宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支
払っている職員に支給
　(1)の手当額の1/2

扶養親族のある職員に支給
(1)子　10,000円
※満16歳年度初め～満22歳年度末にある子がい
る場合は、子１人につき5,000円を加算
(2)子以外　6,500円
※行政職給料表8級職員等は3,500円
※行政職給料表9級職員等は支給なし

支給対象に
獣医師を含
めている

(1)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等
を負担することを常例とする職員に支給
　支給単位期間に係る運賃相当額
　※全額支給限度額(1月当たり)　48,500円
　　最高支給限度額(1月当たり)　56,500円
(2)通勤のため自動車等を使用することを常例と
する職員に支給
　片道の使用距離に応じ4,200円～37,500円
　※54㎞以上は4kmごとに2,800円を加算
(3)公署を異にする異動等に伴い通勤の実情に変
更を生ずることとなった職員で、通勤のため特
別急行列車等を利用しその特別料金等を負担す
ることを常例とする職員に支給
　支給単位に係る特別料金等の相当額(高速自動
車国道及び通勤用定期乗車券以外の乗車券によ
る特別急行列車の利用は実績に基づく額)

・交通機関
等利用の場
合の全額支
給限度額
・自動車等
使用の場合
の手当単価
・特別料金
加算額の算
定方法及び
限度額

休日給

住居手当

単身赴任手
当

1,183,071 千円

異なる

同じ

異なる 1,297 千円

759 千円

（令和４年度決算）（令和４年度決算）

平均支給年額

支給職員１人当たり
支給実績

250 千円

異なる

休日において正規の勤務時間中に勤務すること
を命ぜられた職員に支給
　[勤務１時間当たりの給与額]×(125/100～
150/100)

初任給調整
手当

支給対象家
賃下限

国の制
度との
異同

管理又は監督の地位にある職員に支給

通勤手当

扶養手当

国の制度と
異なる内容

公署を異にする異動等に伴い住居を移転し、や
むを得ない事情により同居していた配偶者と別
居することとなった職員で、通勤が困難である
と認められるもののうち、単身で生活すること
を常況とする職員等に支給
　30,000円＋距離に応じた額（70,000円以内）

同じ

次に掲げる職に新たに採用された職員に、次に
定める額を超えない範囲内の額を、採用日から
次に定める期間、１年を経過するごとにその額
を減じて支給
(1)医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職の
うち採用による欠員の補充が困難であると認め
られる職
　月額414,800円　35年以内
(2)獣医学に関する専門的知識を必要とし、か
つ、採用による欠員の補充が困難であると認め
られる職
　月額50,000円　15年以内
(3)医学又は歯学に関する専門的知識を必要と
し、かつ、採用による欠員の補充が困難である
と認められる職
　月額50,800円　35年以内

管理職手当

内容及び支給単価手当名

887,869 千円

同じ

同じ

97,305 千円

819,716 千円 315 千円

1,272,883 千円 123 千円

70,826 千円 419 千円

315,481 千円 60 千円
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時間外勤務手当に含む

義務教育等
教員特別手
当

農林漁業普
及指導手当

夜勤手当

定時制通信
教育手当

災害派遣手
当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5
時までの間に勤務することを命ぜられた職員に
支給
　[勤務１時間当たりの給与額]×25/100

特地勤務手
当

管理職員特
別勤務手当

農業改良助長法第8条第1項に規定する普及指導
員、森林法第187条第1項に規定する林業普及指
導員及び沿岸漁業等の改良普及に関する業務に
従事する職員に支給
　給料月額×12/100以内

義務教育諸学校に勤務する教育職員に支給
　月額8,000円以内
※学校教育法に規定する高等学校、中等教育学
校の後期課程又は特別支援学校の高等部若しく
は幼稚部に勤務する教育職員については、前掲
の教育職員との権衡上必要と認められる範囲内
において支給

教育職員のうち、農業、水産又は工業に関する
課程を置く高等学校の副校長、教頭、主幹教
諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師で高等学
校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産
実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教
諭の免許状を有する者が、当該農業、水産又は
工業に関する課程において、実習を伴う農業、
水産又は工業に関する科目を主として担任する
場合に支給
　給料月額×5/100以内（定時制通信教育手当と
の併給者3/100）

離島その他の生活の著しく不便な地に所在する
公署に勤務する職員に支給
　(給料＋扶養手当)×20/100以内

(1)管理職手当受給者が公務の運営の必要により
週休日等に勤務した場合に支給
　勤務１回につき　12,000円以内
(2)管理職手当受給者が臨時又は緊急の必要によ
り週休日等以外の日の午前零時から午前五時ま
での間に勤務した場合に支給
　勤務１回につき　6,000円以内

高等学校で、定時制の課程を置くもの又は通信
教育を行うものの校長、副校長、教頭、主幹教
諭、指導教諭及び教員に支給
①定時制課程（夜間）、通信教育課程
　給料月額×5/100（管理職手当受給者4/100）
②定時制課程（昼間）
　給料月額×3/100（管理職手当受給者2/100）

へき地学校等に勤務する学校職員に支給
　(給料＋扶養手当)×20/100以内

22,371 千円 169 千円

46,365 千円 245 千円

61 千円

39,652 千円 196 千円

430,439 千円

同じ

18,354 千円 16 千円

249 千円

245 千円

0 千円

同じ

同じ

災害対策基本法第32条第1項又は大規模災害から
の復興に関する法律第56条第1項に規定する職員
で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在する
ことを要するものに支給
　１日につき　6,620円以内

へき地手当

産業教育手
当

19,151 千円

23,530 千円

0 千円
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５　特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

円 （ 円　） （２５％減額　H19.11月～R6.3月）

円 （ 円　） （１０％減額　H26.4月～R6.3月）

円 （ 円　） （３万円減額　H29.4月～R6.3月）

円 （ 円　） （２万円減額　H29.4月～R6.3月）

円 （ 円　） （２万円減額　H29.4月～R6.3月）

　　（令和４年度支給割合）

月分

　　（令和４年度支給割合）

月分

　　（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

円 任期毎

円 任期毎

　　　(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                          

　　 　　　　　なお、給料月額について、副知事は平成１９年１１月から平成２６年３月までは１８％減額した額を、

　　 　　　　　議長は平成１９年１１月から平成２９年３月までは７万５千円減額した額を、

　　 　　　　　副議長及び議員は平成１９年１１月から平成２９年３月までは５万円減額した額を支給した。

　　 　　　　　また、知事、副知事の期末手当について、平成１９年１１月から平成２６年３月までは

　　 　　　　　減額後の額を基礎として支給した。

　　 　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、令和５年４月１日現在の支給率に基づき、

 　            １期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

副 知 事

31,200,000

19,008,000

3.30期
末
手
当

知 事

副 知 事

議 長

130万円×在職月数×50/100
退
職
手
当

知 事

950,000

810,000

知 事

副 知 事

区　　　分

給
料

920,000

840,000 860,000副 議 長

1,300,000

議 長

891,000

975,000

給　　　　　　　　料　　　　　　　　月　　　　　　　　額　　　　　　　　等

990,000

備 考

副 議 長

議 員

99万円×在職月数×40/100

3.30

790,000

報
酬

議 員
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６　公営企業職員の状況

（１）電気事業

ア　職員給与費の状況

（ア）決算

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数については、令和５年３月３１日現在の人数である。

   　 ３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含み、

　　　　　会計年度任用職員を含まない。

（イ）特記事項

（注）　平成２５年１２月期については、管理職員に係る期末・勤勉手当を５％減額。

イ　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和５年４月１日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

徳島県（電気事業） 41.7 337,418 529,219

平成25年7月1日～平成26年3月31日 ３％～１０％減額 １０％減額

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

 平成19年4月1日～平成19年12月31日 － １０％減額

平成20年1月1日～平成23年3月31日 ７％～１０％減額
１５％減額

平成23年4月1日～平成25年3月31日 １％～５％減額

期間 給料 管理職手当

平成16年4月1日～平成19年3月31日 － 約１０％減率

千円

97 391,197 79,172 151,601 621,970 6,412

令和４年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円

給与費

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

区分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計

3,095,892 278,838 950,320 30.7 31.7

令和４年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める 　（参考）

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

　質収支 職員給与費比率 令和３年度の総費用に

-22-



ウ　職員の手当の状況

（ア）期末手当・勤勉手当

（令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　　５～２０％ 　・役職加算　　　５～２０％

　・管理職加算　　２３～２５％ 　・管理職加算　　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（イ）退職手当（令和５年４月１日現在）

徳島県　（電気事業・工業用水道事業） 徳　　　　　　　島　　　　　　県

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～４５％加算） （２％～４５％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

千円 千円 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額である。

（ウ）地域手当（令和５年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％県内全市町村 1.7 97 1.7

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 69

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率)

17,987 21,560 1,943 21,739

支給実績（令和４年度決算） 6,678

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

2.40 2.00 2.40 2.00

(1.35) (0.95) (1.35) (0.95)

１人当たり平均支給額（令和４年度） １人当たり平均支給額（令和４年度）

1,563 千円　 1,596 千円　

徳島県（電気事業） 徳 島 県
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（エ）特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

支給実績（令和４年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度）

（オ）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 469

支給実績（令和３年度決算） 40,124

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 472

ダム管理責任業務手当 河川法第５０条第１項に規定する管理主任技術者が、洪水
時、洪水警戒時及び予備警戒時に主任技術者としての業務
に従事したとき

0 千円 日額　600円

支給実績（令和４年度決算） 41,721

用地取得等交渉業務手
当

職員が土地の取得等に関し権利者と直接接して行う交渉業
務に従事したとき

16 千円 日額　750円

特殊自動車等運転作業
手当

職員が傾斜地、不整地等において道路運送車両法施行規則
別表第一に掲げる大型特殊自動車又は小型特殊自動車の運
転作業に従事したとき

0 千円 日額　300円

交替勤務手当 総合管理推進センターに勤務する職員が交替勤務に従事し
たとき

3,566 千円 超過勤務手当相当額×
(10/100～30/100)

発電給水業務手当 (1)電気事業及び工業用水道事業に係る業務に従事したと
き
(2)総合管理推進センターに勤務する技術系職員が電気事
業及び工業用水道事業に係る業務に従事したとき

2,743 千円 (1)日額　650円
(2)日額　750円

手当の名称 支給対象 支給実績
(令和４年度決算)

左記職員に対する
支給単価

危険作業手当 総合管理推進センター等に勤務する職員が特に危険を伴う
おそれのある特殊な作業に従事したとき

0 千円 １時間　100円～170円

90 千円

72.2 　％

手当の種類（手当数） 6

6,325 千円
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（カ）その他の手当（令和５年４月１日現在）  

災害派遣手
当

災害対策基本法第32条第1項又は大規模災害から
の復興に関する法律第56条第1項に規定する職員
で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在するこ
とを要するものに支給
　１日につき　6,620円以内

同じ 0 千円 0 千円

管理職員特
別勤務手当

(1)管理職手当受給者が公務の運営の必要により
週休日等に勤務した場合に支給
　勤務１回につき　12,000円以内
(2)管理職手当受給者が臨時又は緊急の必要によ
り週休日等以外の日の午前零時から午前五時まで
の間に勤務した場合に支給
　勤務１回につき　6,000円以内

同じ 123 千円 62 千円

宿日直手当
宿直又は日直の勤務に従事したときに支給
　予算の範囲内で定める額

同じ 2,385 千円 50 千円

夜間勤務手
当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5
時までの間に勤務することを命ぜられた職員に支
給
　[勤務１時間当たりの給与額]×25/100

同じ 0 千円 0 千円

特地勤務手
当

離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公
署に勤務する職員に支給
　(給料＋扶養手当)×8/100

同じ 4,803 千円 300 千円

単身赴任手
当

公署を異にする異動等に伴い住居を移転し、やむ
を得ない事情により同居していた配偶者と別居す
ることとなった職員で、通勤が困難であると認め
られるもののうち、単身で生活することを常況と
する職員等に支給
　30,000円＋距離に応じた額（70,000円以内）

同じ 1,080 千円 360 千円

通勤手当

(1)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等
を負担することを常例とする職員に支給
　支給単位期間に係る運賃相当額
　※全額支給限度額(1月当たり)　48,500円
　　最高支給限度額(1月当たり)　56,500円
(2)通勤のため自動車等を使用することを常例と
する職員に支給
　片道の使用距離に応じ4,200円～37,500円
　※54㎞以上は4kmごとに2,800円を加算
(3)公署を異にする異動等に伴い通勤の実情に変
更を生ずることとなった職員で、通勤のため特別
急行列車等を利用しその特別料金等を負担するこ
とを常例とする職員に支給
　支給単位に係る特別料金等の相当額(高速自動
車国道及び通勤用定期乗車券以外の乗車券による
特別急行列車の利用は実績に基づく額)

同じ 8,151 千円 129 千円

住居手当

(1)自ら居住するための住宅を借り受け、月額
14,000円を超える家賃を支払っている職員に支給
　①家賃25,000円以下　家賃額－14,000円
　②家賃25,000円超～59,000円未満
　　　(家賃額－25,000円)×1/2＋11,000円
　③家賃59,000円以上　28,000円
(2)単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住
宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支
払っている職員に支給
　(1)の手当額の1/2

同じ 6,032 千円 317 千円

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
(1)子　10,000円
※満16歳年度初め～満22歳年度末にある子がいる
場合は、子１人につき5,000円を加算
(2)子以外　6,500円
※行政職給料表8級職員等は3,500円
※行政職給料表9級職員等は支給なし

同じ 12,726 千円 245 千円

初任給調整
手当

専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の
補充が困難であると認められる職に新たに採用さ
れた職員に支給　月額2,500円

同じ 0 千円 0 千円

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に支給 同じ 8,352 千円 1,044 千円

手当名 内容及び支給単価

一般行
政職の
制度と
の異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績
支給職員１人当たり

平均支給年額

（令和４年度決算）（令和４年度決算）
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（２）工業用水道事業

ア　職員給与費の状況

（ア）決算

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数については、令和５年３月３１日現在の人数である。

   　 ３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含み、

　　　　　会計年度任用職員を含まない。

（イ）特記事項

（注）　平成２５年１２月期については、管理職員に係る期末・勤勉手当を５％減額。

イ　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和５年４月１日現在）

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

徳島県（工業用水道事業） 41.5 336,876 537,850

平成25年7月1日～平成26年3月31日 ３％～１０％減額 １０％減額

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

 平成19年4月1日～平成19年12月31日 － １０％減額

平成20年1月1日～平成23年3月31日 ７％～１０％減額
１５％減額

平成23年4月1日～平成25年3月31日 １％～５％減額

期間 給料 管理職手当

平成16年4月1日～平成19年3月31日 － 約１０％減率

千円

16 65,064 15,872 28,474 109,410 6,838

令和４年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円

給与費

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

区分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計

947,459 158,717 157,778 16.7 16.6

令和４年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

　質収支 職員給与費比率 令和３年度の総費用に

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める 　（参考）

-26-



ウ　職員の手当の状況

（ア）期末手当・勤勉手当

（令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　　５～２０％ 　・役職加算　　　５～２０％

　・管理職加算　　２３～２５％ 　・管理職加算　　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（イ）退職手当（令和５年４月１日現在）

徳島県　（電気事業・工業用水道事業） 徳　　　　　　　島　　　　　　県

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～４５％加算） （２％～４５％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

千円 千円 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額である。

（ウ）地域手当（令和５年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％県内全市町村 1.7 16 1.7

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 70

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率)

17,987 21,560 1,943 21,739

支給実績（令和４年度決算） 1,118

39.7575 47.709 39.7575 47.709

47.709 47.709 47.709 47.709

19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

2.40 2.00 2.40 2.00

(1.35) (0.95) (1.35) (0.95)

１人当たり平均支給額（令和４年度） １人当たり平均支給額（令和４年度）

1,780 千円　 1,596 千円　

徳島県（工業用水道事業） 徳 島 県
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（エ）特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

支給実績（令和４年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度）

（オ）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 539

支給実績（令和４年度決算） 7,105

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 508

支給実績（令和３年度決算） 7,544

用地取得等交渉業務手
当

職員が土地の取得等に関し権利者と直接接して行う交渉業
務に従事したとき

1 千円 日額　750円

特殊自動車等運転作業
手当

職員が傾斜地、不整地等において道路運送車両法施行規則
別表第一に掲げる大型特殊自動車又は小型特殊自動車の運
転作業に従事したとき

0 千円 日額　300円

交替勤務手当 総合管理推進センターに勤務する職員が交替勤務に従事し
たとき

3,067 千円 超過勤務手当相当額×
(10/100～30/100)

発電給水業務手当 (1)電気事業及び工業用水道事業に係る業務に従事したと
き
(2)総合管理推進センターに勤務する技術系職員が電気事
業及び工業用水道事業に係る業務に従事したとき

664 千円 (1)日額　650円
(2)日額　750円

手当の名称 支給対象 支給実績
(令和４年度決算)

左記職員に対する
支給単価

危険作業手当 総合管理推進センター等に勤務する職員が特に危険を伴う
おそれのある特殊な作業に従事したとき

0 千円 １時間　100円～170円

267 千円

87.5 　％

手当の種類（手当数） 5

3,732 千円
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（カ）その他の手当（令和５年４月１日現在）  

災害派遣手
当

災害対策基本法第32条第1項又は大規模災害から
の復興に関する法律第56条第1項に規定する職員
で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在するこ
とを要するものに支給
　１日につき　6,620円以内

同じ 0 千円 0 千円

管理職員特
別勤務手当

(1)管理職手当受給者が公務の運営の必要により
週休日等に勤務した場合に支給
　勤務１回につき　12,000円以内
(2)管理職手当受給者が臨時又は緊急の必要によ
り週休日等以外の日の午前零時から午前五時まで
の間に勤務した場合に支給
　勤務１回につき　6,000円以内

同じ 4 千円 4 千円

夜間勤務手
当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5
時までの間に勤務することを命ぜられた職員に支
給
　[勤務１時間当たりの給与額]×25/100

同じ 0 千円 0 千円

単身赴任手
当

公署を異にする異動等に伴い住居を移転し、やむ
を得ない事情により同居していた配偶者と別居す
ることとなった職員で、通勤が困難であると認め
られるもののうち、単身で生活することを常況と
する職員等に支給
　30,000円＋距離に応じた額（70,000円以内）

同じ 0 千円 0 千円

通勤手当

(1)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等
を負担することを常例とする職員に支給
　支給単位期間に係る運賃相当額
　※全額支給限度額(1月当たり)　48,500円
　　最高支給限度額(1月当たり)　56,500円
(2)通勤のため自動車等を使用することを常例と
する職員に支給
　片道の使用距離に応じ4,200円～37,500円
　※54㎞以上は4kmごとに2,800円を加算
(3)公署を異にする異動等に伴い通勤の実情に変
更を生ずることとなった職員で、通勤のため特別
急行列車等を利用しその特別料金等を負担するこ
とを常例とする職員に支給
　支給単位に係る特別料金等の相当額(高速自動
車国道及び通勤用定期乗車券以外の乗車券による
特別急行列車の利用は実績に基づく額)

同じ 2,608 千円 201 千円

住居手当

(1)自ら居住するための住宅を借り受け、月額
14,000円を超える家賃を支払っている職員に支給
　①家賃25,000円以下　家賃額－14,000円
　②家賃25,000円超～59,000円未満
　　　(家賃額－25,000円)×1/2＋11,000円
　③家賃59,000円以上　28,000円
(2)単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住
宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支
払っている職員に支給
　(1)の手当額の1/2

同じ 324 千円 324 千円

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
(1)子　10,000円
※満16歳年度初め～満22歳年度末にある子がいる
場合は、子１人につき5,000円を加算
(2)子以外　6,500円
※行政職給料表8級職員等は3,500円
※行政職給料表9級職員等は支給なし

同じ 1,938 千円 388 千円

919 千円

初任給調整
手当

専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の
補充が困難であると認められる職に新たに採用さ
れた職員に支給　月額2,500円

同じ 0 千円 0 千円

支給実績
支給職員１人当たり

平均支給年額

（令和４年度決算）（令和４年度決算）

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に支給 同じ 1,838 千円

手当名 内容及び支給単価

一般行
政職の
制度と
の異同

一般行政職
の制度と異
なる内容
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（３）病院事業

ア　職員給与費の状況

（ア）決算

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数については、令和５年３月３１日現在の人数である。

   　 ３　職員数及び給与費については、任期付短時間勤務職員及び再任用職員（短時間勤務）を含み、

   　 　会計年度任用職員を含まない。

（イ）特記事項

（注）　平成２５年１２月期については、管理職員に係る期末・勤勉手当を５％減額。

      （医師を除く）

イ　職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和５年４月１日現在）

（ア）医師

歳 円 円

（イ）看護師

歳 円 円

（ウ）事務

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

徳　　島　　県 39.0 307,295 520,380

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

徳　　島　　県 38.3 329,577 541,964

徳　　島　　県 43.6 564,234 1,420,793

平成20年1月1日～平成23年3月31日 ７％～１０％減額（医師を除く）

平成23年4月1日～平成25年3月31日 １％～５％減額（医師を除く）

平成25年7月1日～平成26年3月31日 ３％～１０％減額（医師を除く） １０％減額

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

１５％減額
（医師については１０％減額）

期間 給料 管理職手当

平成16年4月1日～平成19年3月31日 － 約１０％減率

 平成19年4月1日～平成19年12月31日 － １０％減額

令和４年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円

1,135 4,274,218 2,651,702 1,782,341 8,708,261 7,672

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 給与費

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

27,142,855 1,494,310 11,201,238 41.3 47.2

区分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

令和４年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める 　（参考）

　質収支 職員給与費比率 令和３年度の総費用に
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ウ　職員の手当の状況

（ア）期末手当・勤勉手当

（令和４年度支給割合） （令和４年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算　　　５～２０％ 　・役職加算　　　５～２０％

　・管理職加算　　２３～２５％ 　・管理職加算　　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（イ）退職手当（令和５年４月１日現在）

徳島県（病院事業） 徳　　　　　　　島　　　　　　県

（支給率） 自己都合 応募認定・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～４５％加算） （２％～４５％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　

千円 千円 千円 千円

（注）１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和４年度に退職した職員に支給された平均額である。

（ウ）地域手当（令和５年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％医師 16 152 16

支給実績（令和４年度決算） 209,089

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 187

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度(支給率)

県内全市町村 1.7 964 1.7

47.709 47.709 47.709 47.709

1,771 20,995 1,943 21,739

24.586875

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

2.40 2.00 2.40 2.00

(1.35) (0.95) (1.35) (0.95)

19.6695 24.586875 19.6695

徳島県（病院事業） 徳 島 県

１人当たり平均支給額（令和４年度） １人当たり平均支給額（令和４年度）

1,532 千円　 1,596 千円　
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（エ）特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）

支給実績（令和４年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和４年度）

新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するた
めの感染症防疫等手当の特例
　新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保
護するために緊急に行われた措置に係る業務であって次に
掲げるものに従事したとき
①新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染されている区
域又はこれに準ずる区域における新型コロナウイルス感染
症の患者又はその疑いのある者に接して行う診療、看護等
若しくは入院のための移送の業務又は新型コロナウイルス
感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いのあ
る物件の処理業務
②①に掲げる業務に相当すると管理者が認める業務

97,907 千円 日額3,000円
※このうち、新型コロナ
ウイルス感染症の患者若
しくはその疑いのある者
の身体に接触して又はこ
れらの者に長時間にわた
り接して行う業務等に従
事した場合は、日額4,000
円

放射線取扱手当 (1)月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、
その実効線量が、100マイクロシーベルト以上であったこ
とが、測定により認められた業務に従事したとき
(2)放射線機器を使用して、エックス線等を人体に対して
照射する作業を行う際に従事する診療又は介助若しくは介
護の業務に従事したとき

3,245 千円 日額　350円

死体処理手当 病院に勤務する職員のうち医療職給料表(一)の適用を受け
る職員以外の職員が死体解剖の補助作業に従事したとき

22 千円 1体　2,500円

感染症防疫等作業手当

手当の種類（手当数） 7

手当の名称 支給対象 支給実績
(令和４年度決算)

左記職員に対する
支給単価

(1)感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合にお
ける感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護
の業務又は感染症の病原体に汚染された物件等の処理作業
に従事したとき
(2)感染症の病原体に汚染されている区域における感染症
の患者の診療、看護若しくは入院のための移送の業務又は
感染症の病原体に汚染された物件等の処理作業に従事した
とき

129 千円 (2)の患者の入院のための
移送業務に従事した場合
　日額　550円
※このうち、心身に著し
い負担を与える業務で
あって感染症の患者に接
して行う者に従事した場
合　日額1,100円
(1)(2)に掲げる作業又は
業務に従事した場合（前
号に掲げる場合を除く）
　日額　310円
※このうち、心身に著し
い負担を与える作業で
あって感染症の患者又は
感染症の疑いのある患者
に接して行うものに従事
した場合は、日額620円

457,799 千円

493 千円

81.1 　％
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用地取得等交渉業務手
当

土地の取得等に関し、権利者と直接接して行う交渉業務に
従事したとき

0 千円 日額　750円

航空機搭乗業務手当 職員が航空機に搭乗し、救急医療業務に従事したとき 1,336 千円 搭乗１回につき　1,900円

(1)病院に勤務する助産師、看護師、准看護師、薬剤師、
臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、診療エッ
クス線技師等が、正規の勤務時間による勤務の全部又は一
部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)
において行われる看護等の業務又は救命救急センターにお
ける救急医療等に関する業務に従事したとき
(2)病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、特に
高度又は困難な看護業務に従事したとき
(3)病院に勤務する医師等が、正規の勤務時間以外の時間
において、特別な事情の下で救急医療等の業務に従事した
とき
(4)病院に勤務する医師等のうち管理者が定める職員が、
救急患者に対処するために待機したとき
(5)病院に勤務する医師（管理者が定める職員に限る。）
又は歯科医師が、県立病院又は公立の医療施設相互の間で
行う診療の応援業務に従事したとき
(6)管理職手当の支給を受ける医師又は歯科医師が、正規
の勤務時間外において、解剖、手術、救急医療又は容態が
著しく悪化した患者の診療業務等に従事したとき
(7)病院に勤務する医師又は歯科医師（医師法第16条の2第
1項の医師を除く。）が、宿日直勤務において、救急医療
の業務に従事したとき
(8)病院に勤務する医師のうち管理者の定める職員が、県
立病院又は公立の医療施設で分べん業務に従事したとき
(9)管理者が指定する専門看護師又は認定看護師として認
定されている職員及びこれに準ずると管理者が認める資格
を有する職員が、その専門性に関する業務、研究又は指導
に従事したとき

354,823 千円 (1)
Ⅰその勤務1回につき、次
に掲げる区分に応じて定
める額
①その勤務時間が深夜の
全部を含む場合　7,300円
②深夜における勤務時間
が4時間以上である場合
(前号に掲げる場合を除
く)　3,550円（月８回超
のとき4,550円）
③深夜における勤務時間
が2時間以上4時間未満で
ある場合　3,100円（月８
回超のとき4,100円）
④深夜における勤務時間
が2時間未満である場合
2,150円（月８回超のとき
2,950円）
Ⅱ深夜勤務の交替に伴う
通勤を行う場合には次の
額を支給
　通勤距離が片道5㎞未満
１回380円
　通勤距離が片道5㎞以上
10㎞未満　１回760円
　通勤距離が片道10㎞以
上　１回1,140円

(2)日額　350円
(3)勤務１回につき
1,620円
(4)待機１回につき
①　②③以外の場合　810
円
②待機時間が18時間を超
える場合　1,220円
③待機時間が5時間未満の
場合　410円
(5)
①勤務１回につき
13,000円
（当直勤務は7,000円）
②同一の二次保健医療圏
内の場合は勤務１回につ
き　6,500円
（当直勤務は3,500円）
(6)１時間につき　3,800
円(7)勤務１回につき
18,600円以内（宿直勤
務）
　 勤務１回につき
13,500円以内（日直勤
務）
(8)業務１回につき
10,000円
(9)日額　350円（専門看
護師）
　 日額　150円（上記以
外の資格）

有害物取扱手当 (1)有害物を使用して、健康を害するおそれがあると認め
られる程度の試験、研究又は検査の作業に従事したとき
(2)病院の薬剤師が管理者が定める調剤業務に従事したと
き

337 千円 日額　310円

医療等業務手当
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（オ）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○○年度決算）」と同じ年度の

　　　　  ４月１日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の対象とならない職員を除く。）

　　　　  であり、短時間勤務職員を含む。  

（カ）その他の手当（令和５年４月１日現在）  

通勤手当

(1)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等
を負担することを常例とする職員に支給
　支給単位期間に係る運賃相当額
　※全額支給限度額(1月当たり)　48,500円
　　最高支給限度額(1月当たり)　56,500円
(2)通勤のため自動車等を使用することを常例と
する職員に支給
　片道の使用距離に応じ4,200円～37,500円
　※54㎞以上は4kmごとに2,800円を加算
(3)公署を異にする異動等に伴い通勤の実情に変
更を生ずることとなった職員で、通勤のため特
別急行列車等を利用しその特別料金等を負担す
ることを常例とする職員に支給
　支給単位に係る特別料金等の相当額(高速自動
車国道及び通勤用定期乗車券以外の乗車券によ
る特別急行列車の利用は実績に基づく額)

同じ 122,961 千円 153 千円

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
(1)子　10,000円
※満16歳年度初め～満22歳年度末にある子がい
る場合は、子１人につき5,000円を加算
(2)子以外　6,500円
※行政職給料表8級職員等は3,500円
※行政職給料表9級職員等は支給なし

同じ 103,470 千円 239 千円

住居手当

(1)自ら居住するための住宅を借り受け、月額
14,000円を超える家賃を支払っている職員に支
給
　①家賃25,000円以下　家賃額－14,000円
　②家賃25,000円超～59,000円未満
　　　(家賃額－25,000円)×1/2＋11,000円
　③家賃59,000円以上　28,000円
(2)単身赴任手当受給者で配偶者等が居住する住
宅を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支
払っている職員に支給
　(1)の手当額の1/2

同じ 85,610 千円 304 千円

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に支給 同じ 82,391 千円 1,017 千円

初任給調整
手当

次の職に新たに採用された職員に対して、その
額を超えない範囲内で１年を経過するごとにそ
の額を減じて支給
・医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職
のうち採用による欠員の補充が困難であると認
められる職
  月額413,800円

異なる

医師等の専
門性に関す
る資格等を
有する職員
のうち、職
務にその資
格が直接役
立つと管理
者が認めた
場合の支給
額

529,126 千円 3,414 千円

職員１人当たり平均支給年額（令和４年度決算） 802

支給実績（令和３年度決算） 835,759

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算） 819

支給職員１人当たり

平均支給年額

（令和４年度決算）（令和４年度決算）

手当名 内容及び支給単価

一般行
政職の
制度と
の異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給実績

支給実績（令和４年度決算） 853,945

-34-



管理職員特
別勤務手当

(1)管理職手当受給者が公務の運営の必要により
週休日等に勤務した場合に支給
　勤務１回につき　12,000円以内
(2)管理職手当受給者が臨時又は緊急の必要によ
り週休日等以外の日の午前零時から午前五時ま
での間に勤務した場合に支給
　勤務１回につき　6,000円以内

同じ 5,099 千円 63 千円

災害派遣手
当

災害対策基本法第32条第1項又は大規模災害から
の復興に関する法律第56条第1項に規定する職員
で住所又は居所を離れて県の区域内に滞在する
ことを要するものに支給
　１日につき　6,620円以内

同じ 0 千円 0 千円

夜間勤務手
当

正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5
時までの間に勤務することを命ぜられた職員に
支給
　[勤務１時間当たりの給与額]×25/100

同じ 81,897 千円 154 千円

宿日直手当

宿直又は日直の勤務に従事した場合に支給
・次に掲げる宿直又は日直の勤務１回につきそ
れぞれ定める額（勤務時間が５時間未満の場合
は、それぞれ定める額に50/100を乗じた額）
①入院患者の病状の急変等に対処するための医
師又は歯科医師の当直勤務
(ｱ)主として救急患者に対処するための勤務の場
合
　　33,000円（管理職手当の支給を受ける職員
が行うものは40,000円）
(ｲ)主として入院患者に対処するための勤務の場
合
　　25,000円（管理職手当の支給を受ける職員
が行うものは30,000円）
②救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の
看護業務、医療技術業務又は事務を行うための
宿直勤務又は日直勤務　6,100円
③②以外の宿直勤務又は日直勤務　4,400円

同じ 180,205 千円 1,178 千円

単身赴任手
当

公署を異にする異動等に伴い住居を移転し、や
むを得ない事情により同居していた配偶者と別
居することとなった職員で、通勤が困難である
と認められるもののうち、単身で生活すること
を常況とする職員等に支給
　30,000円＋距離に応じた額（70,000円以内）

同じ 7,620 千円 381 千円
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第４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

１ 勤務時間の状況

（1）知事部局等・教育委員会・公営企業の状況
職員の１週間の勤務時間は３８時間４５分であり、１日の勤務時間は午前８時３０

分から午後５時１５分までである（公務の運営上の事情により特別の形態によって勤

務する必要のある職員等を除く）。また、休憩時間は午後零時から午後１時までであ

る。

なお、令和３年度からは、「長時間労働の是正」と「ワークライフバランスの確立」

をより一層推進するため、「多様な勤務形態」を導入し、公務運営上支障が生じない

ことを前提として勤務形態を「全６形態」に拡充した。

（2）警察本部の状況
職員の１週間の勤務時間は３８時間４５分であり、１日の勤務時間は午前８時３０

分から午後５時１５分までである。また、休憩時間は午後零時から午後１時までであ

る。

なお、職員の多様な働き方に対応しワークライフバランスの推進を目的として時差

出勤（９パターン）を行っている。

２ 休暇の状況

（1）年次有給休暇
職員には、１年を通じて２０日間の年次有給休暇が与えられる。当該年に与えられ

た年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、翌年に限

りこの残日数を繰り越して使用することができる。

（2）病気休暇
病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合における休暇である。病気休暇が承認される期間は、

公務又は通勤に起因する傷病の場合、その他の私傷病の場合等、病気の発生事由又は

病気の種類により区分された期間の範囲内において、休養を要する程度に応じ、最小

限度必要と認める日又は時間である。

（3）特別休暇
特別休暇は、選挙権の行使、官公署の呼出しに応じる場合、出産その他の特別の事

由により、職員が勤務しないことが相当である場合として人事委員会規則等で定める

場合における休暇である。

（4）介護休暇
職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を

営むのに支障があるものの介護をする場合には、介護休暇が付与される。介護休暇に

ついては、その勤務しない１時間につき、勤務時間１時間当たりの給与額が減額され

る。
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３ 育児短時間勤務の状況

職員は、任命権者の承認を受けて、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育

するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の

いずれかの勤務の形態により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務するこ

とができる。

なお、育児短時間勤務職員の給与は、１週間当たりの勤務時間数に応じた額となる。

第５ 職員の休業の状況

１ 育児休業の状況
職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の３歳に満たない子を養育するため、

当該子が３歳に達するまで、育児休業をすることができる。育児休業をしている期間
については、給与は支給されない。
また、任命権者は職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認める

ときは、当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、正規の勤務
時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間を超えない範囲内で、勤務しな
いことを承認することができる。部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その
勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額が減額される。

号 週 休 日 勤 務 日 ・ 時 間

１ 土、日 月～金に３時間５５分ずつ（計１９時間３５分勤務）

２ 土、日 月～金に４時間５５分ずつ（計２４時間３５分勤務）

３ 土、日と月～金のうち２日 残り３日に７時間４５分ずつ
（計２３時間１５分勤務）

４ 土、日と月～金のうち２日 残り３日のうち２日に７時間４５分ずつ、
１日に３時間５５分 （計１９時間２５分勤務）

５ １９時間２５分～２４時間３５分の範囲内で育休条例第１２条に規定する勤務形態
（※交代制等勤務職員のみ対象）
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【育児休業等の取得状況】

２ 自己啓発休業の状況
職員は、任命権者の承認を受けて、大学等課程の履修又は国際貢献活動等に参加す

るための休業をすることができる。自己啓発休業をしている期間については、給与は
支給されない。

３ 配偶者同行休業の状況
職員は、任命権者の承認を受けて、外国での勤務等により外国で生活する配偶者と

生活を共にするための休業をすることができる。配偶者同行休業をしている期間につ
いては、給与は支給されない。

４ 修学部分休業の状況

職員は、任命権者の承認を受けて、大学等の教育施設における修学するための休業
をすることができる。修学部分休業をしている期間については、給与は支給されない。

５ 高齢者部分休業の状況

職員は、任命権者の承認を受けて、５５歳以降に１週間の勤務時間の一部を休業す
ることができる。高齢者部分休業をしている期間については、給与は支給されない。

第６ 職員の分限及び懲戒処分の状況

１ 分限の状況

職員がその職責を十分に果たすことを期待できない場合に、公務能率の維持を目的

としてなされる不利益処分であり、その種類は、免職、休職、降任、降給である。

２ 懲戒の状況

職員の義務違反に対し地方公共団体の規律と公務遂行の秩序を維持する目的で、職

員にその道義的責任を負わせる不利益処分であり、その種類は、免職、停職、減給、

戒告である。

令和４年度中に新
たに育児休業等が
取得可能となった

職員数

育児休業取得者数
育児短時間勤務
取得者数

部分休業取得者数

男性 53 15 1 2

女性 32 32 6 39

男性 127 16 1 1

女性 183 183 21 32

男性 97 10 0 0

女性 14 14 0 2

男性 26 8 1 0

女性 44 43 4 8

男性 303 49 3 3

女性 273 272 31 81

576 321 34 84

※取得者数は、令和４年度に新たに育児休業、部分休業又は育児短時間勤務を取得した職員数

総合計

知事部局等

教育委員会

警察本部

公営企業

計

-38-



(令和４年度分限及び懲戒処分件数)

区 分 分 限 懲 戒

知 事 部 局 等 110 2
教 育 委 員 会 122 5
警 察 本 部 4 3
公 営 企 業 40 3

計 276 13

第７ 職員の服務の状況

１ 職務専念義務の状況

職員は、法律又は条例に特別の定めがあって例外が認められる場合のほかは、その

勤務時間中は、職務上の注意力のすべてを自己の職責遂行のために用い、自己が勤務

する地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。職務

専念義務の例外として認められている場合に、法律に定めがある場合(休職等)、条例

に定めがある場合(研修を受ける場合等)等がある。

２ 営利企業等の従事制限の状況

職員は、公共の利益のために勤務し、全力を挙げて職務に専念しなければならない

ことから、勤務時間の内外を問わず、原則として営利企業等を営むことは許されない。

但し、任命権者が、許可の基準(職務の遂行に支障がないこと、その職員の職との間

に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと、法の精神に反しないこと)と

照らしてさしつかえないと認めて許可を与えた場合に限り認められる。

第８ 職員の退職管理の状況

令和４年度に徳島県を退職した者のうち徳島県全体で、再任用職員や非常勤職員等と

して再度徳島県に就職した者、行政連携団体等の県の関係団体に再就職した者及びその

他民間等に再就職した者を合わせて２９８名が再就職している。

区　　分 県 県の関係団体 その他 合計

知 事 部 局 等 56 17 8 81

教 育 委 員 会 140 0 24 164

警 察 本 部 24 6 12 42

公 営 企 業 7 0 4 11

計 227 23 48 298

（注）「知事部局等」とは、知事部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事

　　　務局、監査事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局及び徳島海区漁業調整委員

　　　会事務局である。「公営企業」とは、企業局、病院局である。
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第９ 職員の研修の状況

１ 知事部局等（公営企業含む）の状況

（1）自治研修センター研修(令和４年度）
徳島県自治研修センターにおいて、次の区分により実施した。

ア 一般研修

職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能その他基礎的教養を一般

的に習得させることを目的として行うものであり、階層別に行う「合同研修」

として新規採用職員研修、係長研修等９研修を実施したほか、多様な選択課

目の中から職務内容や適正に応じて研修課目を選択できる「単位研修」として、

自治体ＤＸ推進講座、ＳＤＧｓ講座等２４研修を実施した。

イ 特別研修

職員がその職務を遂行するために必要な専門的な知識又は技能を習得させる

こと及び職員の一般的な教養を高めることを目的として行うものであり、会計

・契約実務研修、人権啓発推進講座等４研修を実施した。

区 分 実施回数 受講延日数(日) 受講人員(人)

一般研修 38 70 1,728
合同研修 9 40 1,093
単位研修 29 30 635

特別研修 4 4 575

（2）派遣研修(令和４年度）
職員を、一定期間、国や他県、大学等の教育研究機関などに派遣して必要な

知識及び技能等を習得させることを目的として行うものであり、財務省、外務

省や四国の他県、団体などの３６機関に５１名を、また、自治大学校をはじめ

とした各種教育研究機関等に５８名を派遣した。

また、企業局においては、国機関に１名を、病院局においては、教育研究機

関等に２名を派遣した。

２ 教育委員会の状況

自治研修センター研修のほか、次のとおり研修を実施した。

（1）総合教育センター等研修(令和４年度）
徳島県立総合教育センター等において、次の区分により実施した。

ア 基本・職務研修

教育者としての使命の自覚と責任感の高揚を図るとともに、資質及び指導力

の向上を図ることを目的として、教職員の経験年数及び職務別に行うものであ

り、フレッシュ研修、ミドルリーダー研修、学校リーダー研修等５３講座を

６，８０９名に対して実施した。

イ 特別・推薦研修

教育委員会や学校からの推薦を受けて実施するもので、リーダーシップ養成

研修、教育課程研究集会等２５講座を４，１０８名に対して実施した。
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ウ 希望研修

今日的な教育課題や教科指導、情報教育に関して受講者の希望により受講で

きるもので、学校カウンセリングゼミナール、楽しい食育研修講座、各教科、

情報教育研修等８講座を９０９名に対して実施した。

（2）派遣研修(令和４年度）
教員を、一定期間、大学、研究所等の教育研究機関、児童福祉施設や社会教育

施設、民間企業などに派遣して、幅広い視野に立った識見の獲得、実践的指導能

力の向上、さらに他の教員への効果の波及を図ることを目的として行うものであ

り、鳴門教育大学大学院に５０名、研究所等の教育研究機関に２４名、児童福祉

施設等に１０名、民間企業に１名、合計８５名を派遣し研修を実施させた。

３ 警察本部の状況

（1）徳島県警察学校（令和４年度）
徳島県警察学校において、次の区分により実施した。

ア 階級別の研修

職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能その他基礎的教養を一般

的に習得させることを目的として階級別に行うものであり、初任科、初任補修

科、警部補任用科等７研修を１２７名に対して実施した。

イ その他の研修

職員がその職務を遂行するために必要な専門的知識又は技能を習得させるこ

と及び職員の一般的な教養を高めることを目的として行うものであり、部門別

任用科、専科等２９研修を２７３名に対して実施した。

（2）派遣研修(令和４年度）
職員として必要な知識及び技能等を習得させるため、職員を一定期間、警察大

学校や中国四国管区警察学校をはじめとした各管区警察学校等７機関に１９０名

を派遣し研修を実施した。

区 分 実施回数 受講延日数(日) 受講人員(人)

階級別の研修 7 670 127
その他の研修 29 280 273
派遣研修 108 2,432 190
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第１０ 職員の福祉の状況

１ 安全衛生管理体制の状況（令和４年度）

労働安全衛生法等に基づき、職員の安全衛生管理組織の確立、健康管理の徹底及び

快適な職場環境の形成を図るため、次の安全衛生管理体制を整えた。

区 分 委員会名 設置数

総括安全衛生委員会 1

知事部局等 衛生委員会 10

安全衛生委員会 5

総括安全衛生委員会 1
教育委員会

衛生委員会 31

警察本部 安全衛生委員会 15

総括安全衛生委員会 2

公営企業 衛生委員会 3

安全衛生委員会 1

２ 健康診断事業の状況（令和４年度）

労働安全衛生法等に基づき、職員の疾病予防、健康障害の早期発見を図るため、

定期健康診断及びその他の健康診断を実施した。

区 分 主 な 実 施 事 業 定期健康診断受診率

(人間ﾄﾞｯｸによるものを含む)

知事部局等・ 定期健康診断、各種がん検診、骨粗しょう症検診、 89.1%
公営企業 特定業務従事者健康診断、人間ドック、歯科健診、

ストレスチェック等

教育委員会 定期健康診断、特定業務従事者健康診断、人間ドッ 95.2%
ク、各種がん検診（胃・大腸・肺・子宮・乳）、

ストレスチェック

警 察 本 部 定期健康診断、特定業務従事者健康診断、人間ドッ 100.0%
ク等
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３ 健康推進事業の状況（令和４年度）

区 分 主 な 実 施 事 業

○健康相談（定期健康診断等事後指導651件、健康相談等156件）
○メンタルヘルス事業（こころリフレッシュ相談、嘱託医によるメンタル

知事部局等・ ヘルス相談、職場復帰支援制度、メンタルヘルスセルフチェックシステ

公営企業 ム、メンタルヘルス研修(一般、実務者、管理職)、徳島県職員気軽にな

んでも相談）

○健康管理啓発事業（過重労働者及び高ストレス者に対する医師面接指導、

予防接種事業）

○受動喫煙防止対策支援事業及び禁煙サポート事業

○健康相談（定期健康診断事後指導 8件、定期健康相談 18件）
○メンタルヘルス事業（教職員相談事業（メンタルヘルスカウンセリング

教育委員会 ・メンタルヘルス出前講座）、メンタルヘルス管理者支援講座、教職員

職場復帰支援事業、教職員復帰審査会

○健康管理啓発事業（長時間労働者及び高ストレス者に対する医師面接指

導）

○健康相談（定期健康診断事後指導 53件、定期健康相談 118件）
○メンタルヘルス事業（ストレスチェック、メンタルヘルス相談事業、メ

警 察 本 部 ンタルヘルス教養）

○健康管理啓発事業（巡回健康相談における減酒・禁煙支援、アルコール

体質検査事業、部内機関誌へ啓発記事掲載）

４ 互助会制度の状況

徳島県職員互助団体に関する条例のほか、徳島県職員互助会、一般財団法人徳島

県教職員互助組合及び徳島県警察職員互助会の諸規程に基づき、福利厚生事業を実

施した。

なお、平成１８年度から、各職員互助会への県費補助金は、廃止するとともに、

各種事業の抜本的な見直しを行った。

（1）会員数（令和５年４月１日現在）

区 分 互 助 会 名 会 員 数

知事部局等・公営企業 徳 島 県 職 員 互 助 会 4,760人

教 育 委 員 会 (一財)徳島県教職員互助組合 8,041人

警 察 本 部 徳島県警察職員互助会 1,927人
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（2）財源

区 分 会員掛金

知事部局等 令和４年度決算額 107,180,459円
・

公営企業 令和５年度予算額 109,335,000円

令和４年度決算額 186,272,739円
教育委員会

令和５年度予算額 188,392,680円

令和４年度決算額 43,166,748円
警察本部

令和５年度予算額 43,843,000円

５ 公務災害の状況

地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員災害補償基金徳島県支部が補償事務

を実施した。

公務災害等の認定状況（令和４年度）

認 定 件 数 （件）

区 分

公務災害 通勤災害 計

知 事 部 局 等 15 6 21

教 育 委 員 会 30 2 32

警 察 本 部 28 1 29

公 営 企 業 25 2 27

計 98 11 109
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第１１ 職員の利益の保護の状況

１ 知事部局等・教育委員会・警察本部の状況

（1）勤務条件に関する措置の要求
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、地方

公共 団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。

（2）不利益処分に関する審査請求

懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職員は、人事委員会

に対して審査請求をすることができる。

２ 公営企業の状況

職員の苦情等を迅速、適正に解決するために公営企業と労働組合は、苦情処理共同

調整会議を設けており、申立書が提出されたときは、会議において事実審理を行うこ

ととされている。労働関係の紛争については、労働委員会によるあっせん、調停及び

仲裁の制度が適用される。
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【徳島県人事委員会の業務状況】

第１ 職員の競争試験及び選考の状況

職員の採用及び昇任等は、採用試験、昇任試験、選考等による能力の実証に基づいて行

うこととなっており、令和４年度におけるこれらの実施状況は次のとおりである。

１ 採用試験

⑴ 大学卒業程度

大学卒業程度の学力を有する者を対象にした試験であり、１９試験区分について

実施した。

⑵ 短期大学卒業程度

短期大学卒業程度の学力を有する者を対象にした試験であり、１試験区分につい

て実施した。

⑶ 高等学校卒業程度

高等学校卒業程度の学力を有する者を対象にした試験であり、７試験区分につい

て実施した。

⑷ 民間企業等職務経験者

徳島県外に本社・本庁等の所在地を置く民間企業等における職務経験を、直近７

年間において通算して５年以上有する者を対象にした試験であり、５試験区分につ

いて実施した。

⑸ 就職氷河期世代

「就職氷河期世代」を対象とした試験であり、２試験区分について実施した。

⑹ 警察官

大学卒業者及び大学卒業見込みの者を対象とした「警察官Ａ（男性）」及び「警

察官Ａ（女性）」の２試験区分と、それ以外の者を対象とした「警察官Ｂ（男性）」

及び「警察官Ｂ（女性）」の２試験区分の、計４試験区分について実施した。

それぞれの試験の受験資格、試験方法及び実施状況については、以下のとおりであ

る。
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受験資格

行 政 事 務 次のいずれかに該当する者
学 校 事 務 (1) 昭和61年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた者
警 察 事 務 なお、総合土木については、平成4年4月2日から平成13年4月1日まで
電 気 に生まれた者
電 気 ( 設 備 ) 薬剤師については、昭和61年4月2日から平成11年4月1日までに生ま
機 械 れた者
建 築 保健師については、昭和61年4月2日から平成14年4月1日までに生ま
総 合 土 木 れた者
農 業 (2) 平成13年4月2日以降に生まれた者で、学校教育法による大学（短期
農 業 ( 畜 産 ) 大学を除く。）を卒業した者又は令和5年3月31日までに卒業する見込み

大 林 業 の者（人事委員会が同等の資格があると認める者を含む。）
学 水 産
卒 薬 剤 師
業 管 理 栄 養 士
程 心 理
度 保 健 師

化 学
福 祉
少 年 補 導 職 員
◎ 薬剤師、管理栄養士、保健師及び福祉については、次の要件を満たしていること
(1) 薬剤師については、薬剤師免許を有する者又は令和5年6月30日までに当該免許を取得

する見込みの者
(2) 管理栄養士については、管理栄養士免許を有する者又は令和5年6月30日までに当該

免許を取得する見込みの者
(3) 保健師については、保健師免許を有する者又は令和5年6月30日までに当該免許を取得

する見込みの者
(4) 福祉については、児童福祉司、児童自立支援専門員及び社会福祉主事のいずれかの

任用資格を有する者又は令和5年3月31日までに当該任用資格を取得する見込みのある者

総 合 土 木 平成10年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた者。ただし、学校教育
法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は令和5年3月31日までに
卒業する見込みの者（人事委員会が同等の資格があると認める者を含む。）
は、受験できない。

高 一 般 事 務 (1) 平成13年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者
等 学 校 事 務 ただし、学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又
学 警 察 事 務 は令和5年3月31日までに卒業する見込みの者（人事委員会が同等の資格
校 電 気 があると認める者を含む。）は、受験できない。
卒 総 合 土 木 (2) 総合土木については、平成14年4月2日から平成17年4月1日までに生ま
業 農 業 れた者。ただし、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校を卒
程 林 業 業した者又は令和5年3月31日までに卒業する見込みの者（人事委員会が
度 同等の資格があると認める者を含む。）は、受験できない。

行 政 事 務 次の(1)及び(2)に該当する者
行政事務( D X ) (1) 昭和38年4月2日以降に生まれた者
建 築 (2) 徳島県外に本社・本庁等の所在地を置く民間企業等における職務経
総 合 土 木 験を、直近７年間(平成27年8月1日から令和4年7月31日までの間）にお
保 健 師 いて通算して5年以上有する者

◎ 建築及び保健師については、次の免許が必要
(1) 建築については、1級建築士又は2級建築士
(2) 保健師については、保健師免許

行 政 事 務 次の(1)及び(2)に該当する者
総 合 土 木 (1) 昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた者

(2) 令和4年７月31日時点において、「徳島県内に本社・本庁等の所在地
を置く民間企業等において正規雇用労働者として雇用されてる者」以
外の者

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

就
職
氷
河
期
世
代

短
期
大
学
卒
業
程
度
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警 察 官 Ａ 平成4年4月2日以降に生まれた者であって、学校教育法による大学（短
期大学を除く。）を卒業した者又は令和5年3月31日までに卒業する見込み
の者（人事委員会が同等の資格があると認める者を含む。）

警 察 官 Ｂ 平成4年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた者
ただし、学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者又は

令和5年3月31日までに卒業する見込みの者（人事委員会が同等の資格が
あると認める者を含む。）は、受験できない。

試験方法

種目 形式 時間

教養試験 択一式 　２時間30分

専門試験 択一式

行政事務
　２時間15分
その他
　２時間

教養試験 択一式 　２時間30分

専門試験 択一式 　２時間

教養試験 択一式 　２時間

択一式
電気・総合土木
　２時間

短答式
農業
　２時間

短答式
記述式

林業
　２時間

教養試験 択一式 　２時間

ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ － －

教養試験 択一式 　２時間

ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ － －

警Ａ
　２時間30分

警Ｂ
　２時間

身体・体力検査 － －

論文試験
口述試験

（個別面接）
（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）

適性検査

警察官Ａ
警察官Ｂ

教養試験 択一式
論文試験
口述試験

（個別面接）
適性検査

身体精密検査

民間企業等職務経験者

就職氷河期世代

短期大学卒業程度

論文試験
口述試験

（個別面接）
適性検査

高等学校卒業程度

専門試験

試験の種類
第１次試験

第２次試験

大学卒業程度

論文試験
口述試験

（個別面接）
（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）

適性検査
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実施状況

受験者数

ｂ

受験率

ｂ/ａ

合格者数

ｃ

競争率

ｂ/ｃ

受験者数 最終合格者数

ｄ

行政事務 56名程度 437 365 83.52% 114 3.20倍 109 80 4.56倍

学校事務 3名程度 50 40 80.00% 12 3.33倍 10 8 5.00倍

警察事務 7名程度 61 53 86.89% 21 2.52倍 21 18 2.94倍

電気 1名程度 6 6 100.00% 3 2.00倍 3 2 3.00倍

電気（設備） 1名程度 1 1 100.00% 1 1.00倍 1 0 －

機械 1名程度 5 4 80.00% 2 2.00倍 2 2 2.00倍

建築 2名程度 5 4 80.00% 2 2.00倍 2 2 2.00倍

総合土木 20名程度 26 22 84.62% 17 1.29倍 16 15 1.47倍

農業 18名程度 36 31 86.11% 23 1.35倍 21 21 1.48倍

農業（畜産） 2名程度 5 3 60.00% 2 1.50倍 2 2 1.50倍

林業 6名程度 4 4 100.00% 4 1.00倍 4 4 1.00倍

水産 2名程度 7 6 85.71% 5 1.20倍 5 4 1.50倍

薬剤師 10名程度 24 24 100.00% 18 1.33倍 16 14 1.71倍

管理栄養士 2名程度 23 23 100.00% 6 3.83倍 6 4 5.75倍

心理 3名程度 15 13 86.67% 6 2.17倍 6 5 2.60倍

保健師 8名程度 30 28 93.33% 16 1.75倍 15 11 2.55倍

化学 2名程度 18 13 72.22% 6 2.17倍 5 4 3.25倍

福祉 10名程度 37 33 89.19% 18 1.83倍 16 14 2.36倍

少年補導職員 2名程度 9 7 77.78% 4 1.75倍 4 4 1.75倍

計 156名程度 799 680 85.11% 280 2.43倍 264 214 3.18倍

総合土木 2名程度 3 3 100.00% 3 1.00倍 3 3 1.00倍

計 2名程度 3 3 100.00% 3 1.00倍 3 3 1.00倍

一般事務 4名程度 51 47 92.16% 10 4.70倍 9 6 7.83倍

学校事務 1名程度 8 5 62.50% 5 1.00倍 5 3 1.67倍

警察事務 6名程度 56 52 92.86% 19 2.74倍 18 15 3.47倍

電気 1名程度 4 3 75.00% 2 1.50倍 2 2 1.50倍

総合土木 4名程度 4 4 100.00% 2 2.00倍 2 2 2.00倍

農業 1名程度 3 3 100.00% 1 3.00倍 1 1 3.00倍

林業 2名程度 6 6 100.00% 6 1.00倍 6 6 1.00倍

計 19名程度 132 120 90.91% 45 2.67倍 43 35 3.43倍

行政事務 20名程度 98 67 68.37% 50 1.34倍 47 30 2.23倍

行政事務(ＤＸ) 3名程度 2 2 100.00% 1 2.00倍 1 1 2.00倍

建築 1名程度 1 1 100.00% 1 1.00倍 1 1 1.00倍

総合土木 3名程度 2 2 100.00% 2 1.00倍 2 2 1.00倍

保健師 2名程度 3 1 33.33% 1 1.00倍 1 1 1.00倍

計 29名程度 106 73 68.87% 55 1.33倍 52 35 2.09倍

行政事務 5名程度 112 74 66.07% 20 3.70倍 18 10 7.40倍

総合土木 1名程度 5 3 60.00% 2 1.50倍 2 0 －

計 6名程度 117 77 65.81% 22 3.50倍 20 10 7.70倍

212名程度 1,157 953 82.37% 405 2.35倍 382 297 3.21倍

受験者数

ｂ

受験率

ｂ/ａ

合格者数

ｃ

競争率

ｂ/ｃ

受験者数 最終合格者数

ｄ

23名程度 192 118 61.46% 69 1.71倍 64 46 2.57倍

9名程度 63 46 73.02% 27 1.70倍 20 20 2.30倍

20名程度 169 96 56.80% 63 1.52倍 59 40 2.40倍

9名程度 61 41 67.21% 32 1.28倍 29 23 1.78倍

61名程度 485 301 62.06% 191 1.58倍 172 129 2.33倍

第１次試験

合格発表

6月19日 6月30日 7月28日

9月25日 10月13日 11月10日

9月25日 10月13日 11月17日

7月10日 7月21日 8月18日

10月16日 10月26日 11月17日

警察官Ａ 7月29日 8月3日～5日

警察官Ｂ 11月4日 11月9日～11日

短大，高校卒業程度 10月21日 10月29日～31日，11月1日

民間企業等職務経験者，就職氷河期世代 9月25日 10月29日，11月3日～5日

大学卒業程度 7月9日 7月14日～22日

区分
第２次試験

論文試験・適性検査

警察官Ａ(男性)

最　　終
合格発表口述試験

警察官Ａ(女性)

警察官Ｂ(男性)

警察官Ｂ(女性)

計

第１次試験

第２次試験
競争率
ｂ/ｄ

大    学

卒業程度

短    大

卒業程度

高    校

卒業程度

総　　計

民間企業等

職務経験者

就職氷河期

世　　　代

試験区分
採用

予定者数
申込者数

ａ

第１次試験

試験区分
採　　用

予定者数

申込者数

ａ

第１次試験 第２次試験
競争率

ｂ/ｄ
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２ 昇任試験

警察官のうち、警部、警部補及び巡査部長の階級への昇任について、次のとおり実

施した。

実施状況 （単位：人）

受験資格 方法 受付期間 試験日
申込
者数

受験
者数

合格
者数

１次 論文式 筆記 10月 3日 116

２次 口述・ 術科 11月1日 29

予備
巡査部長在級３年（大卒
２年）以上

択一式 筆記 4月26日 179

１次 論文式 筆記 5月19日 52

２次 口述・ 術科  6月 6日 36

予備 巡査部長在級７年以上 択一式 筆記 4月26日 58

１次 論文式 筆記 5月19日 15

２次 口述・ 術科  6月 6日 10

予備
巡査在級５年（大卒２
年・短大卒３年）以上

択一式 筆記 4月25日 308

１次 論文式 筆記 5月18日 76

２次 口述・ 術科 6月3日 44

予備
巡査在級13年（大卒９
年・短大卒11年）以上

択一式 筆記 4月25日 68

１次 論文式 筆記 5月18日 15

２次 口述・ 術科 6月3日 10

予備
613

１次
274

２次
129

　※申込欄の（ ）内数字は予備試験免除者で内数

合　　　　　　　　　　計

323
(12)

35

72
(3)

7

782
(44)

97

121 23

203
(24)

26

63
(5)

6

警部補在級４年以上

巡査部長在級３年（同
上）以上で予備試験合格
者及び免除者

巡査部長在級７年以上で
予備試験合格者及び免除
者

巡査在級５年（同上）以
上で予備試験合格者及び
免除者

巡査在級13年（同上）以
上で予備試験合格者及び
免除者

 9月 1日
～

 9月 9日

 4月 1日
～

 4月12日

 4月 1日
～

 4月12日

 4月 1日
～

 4月12日

 4月 1日
～

 4月12日

警
部

警
部
補

巡
査
部
長

区　分

一般
昇任
試験

一般
昇任
試験

専門
昇任
試験

一般
昇任
試験

専門
昇任
試験
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３ 選考

⑴ 採用の選考

国又は他の地方公共団体に現に正式に任用されている者をもって補充しようとす

る職、競争試験を行っても十分な競争者が得られない職、職務の遂行能力について

の順位の判定が困難な職等の採用について、次のとおり実施した。

⑵ 障がい者を対象とした職員採用選考

障がい者の雇用の促進を図るため、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい

者を対象として、選考考査を実施した。

４ 昇任の選考及び転任の承認

役付職等への昇任の選考、異種と認められる職への転任の承認について、次のとお

り実施した。

実施状況 （単位：人）

区分 選考方法 受付期間 申込者数 選考日 受験者数 合格者数

第１次選考

　教養考査 10月23日

 8月 4日

第２次選考 ～

　論文考査  8月22日 10月23日

　適性検査 11月24日

　口述考査(個別面接)

一 般 事 務
学 校 事 務
警 察 事 務

36

15 2

26 16

実施状況 （単位：人）

区 分 知事部局 病 院 局
教育委員会

事 務 局
警察本部 合 計 区 分 警 察 本 部

部 長 級 2 0 0 0 2 警 視 5

課 長 級 4 3 7 1 15 警 部 4

課 長 補 佐 級 3 2 9 0 14 警 部 補 1

係 長 級 13 6 3 0 22 巡 査 部 長 2

係 員 141 86 1 1 229 巡 査 3

合 計 163 97 20 2 282 合 計 15

実施状況 （単位：人）

区 分 知 事 部局 病 院 局

教 育

委 員 会

事 務 局

計 区 分 警 察 本 部

部 長 級 0 0 1 1 警 視 10

課 長 級 0 0 4 4 警 部 13

課長補佐級 0 0 16 16 警 部 補 4

係 長 級 10 0 1 11 巡 査 部 長 0

係 員 1 0 0 1 巡 査 1

合 計 11 0 22 33 合 計 28
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第２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

人事委員会は、地方公務員法の規定に基づき、給与、勤務時間その他の勤務条件、厚
生制度その他の職員に関する制度について、調査研究を行い、議会及び知事に報告する
とともに、給与制度については、毎年少なくとも１回給与決定上の諸条件の変化の状況
を議会及び知事に報告し、必要に応じて勧告を行っている。
令和４年度は、１０月１２日に職員の給与等に関する報告及び勧告を行った。その概

要は、次のとおりである。

１ 給与に関する事項について
⑴ 月例給について

行政職給料表については、人事院勧告の内容や本県における公民較差を踏まえ検

討した結果、初任給及び若年層の改定を行った人事院勧告に準じて引き上げること

が適当である。

その他の給料表については、行政職給料表との均衡を基本に引き上げることが適

当である。

公民比較 公民較差

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較差額（Ａ－Ｂ） 較差率(Ａ－Ｂ)/Ｂ

363,872円 363,088円 784円 0.22％

⑵ 期末手当・勤勉手当について

職員の年間平均支給月数と民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、支給月

数を0.10月分引き上げ、4.40月分とすることが適当である。

支給月数の引上げ分は、勤務実績に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配分

することが適当である。

（一般の職員の場合の支給月数）

６月期 12月期 計

４年度 期末手当 1.20月(支給済み) 1.20月(改正なし) 2.40月

勤勉手当 0.95月(支給済み) 1.05月(現行0.95月) 2.00月

計 2.15月 2.25月 4.40月

５年度以降 期末手当 1.20 月 1.20 月 2.40月

勤勉手当 1.00 月 1.00 月 2.00月

計 2.20 月 2.20 月 4.40月

⑶ 改定の実施時期

令和４年４月１日から実施する。ただし、⑵のうち令和４年度分については、同

年１２月１日から実施し、令和５年度以降分については、令和５年４月１日から実

施する。
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２ 人事行政に関する事項について

⑴ 勤務環境の整備

ア 長時間労働の是正

長時間労働の是正は、公務能率の向上や職員の心身の健康確保の観点はもとよ

り、人材確保の観点からも重要かつ喫緊の課題である。

本県では、平成31年４月から、超過勤務命令を行うことができる上限を設定す

るとともに、大規模災害等の業務（特例業務）で上限を超えて超過勤務を行わせ

た場合には、任命権者は、その要因の整理、分析及び検証を行うこととしている。

令和３年度は、知事部局で延べ1,216人に対して特例業務の承認を行っており、

上限規制の導入以降、年々増加している。長時間労働が長期化・常態化し、過重

労働が心身の健康に深刻な影響を与えることのないよう最大限配慮することはも

とより、検証結果を人員配置等に効果的に活用するとともに、上限規制のより適

切な運用に努める必要がある。

長時間労働の是正については、任命権者において、超過勤務縮減に係る取組目

標を掲げ、業務の削減や合理化等の取組を行うとともに、新型コロナウイルス感

染症対応では、組織体制の強化や応援要員の弾力的な配置等により全庁を挙げた

対策に取り組んでいる。

今後もなお一層、組織全体として業務の合理化、効率化を進め、更なる業務見

直しに向けて管理職員の意識改革に努めるとともに、業務量に応じた柔軟で適正

な人員配置に取り組まれたい。

管理職員にあっては、職員に超過勤務を命ずる権限を有する一方で、業務の遂

行に伴う職員の心身の健康確保に対する安全配慮義務があることを認識するとと

もに、業務量の増加やデジタル化による働き方の変容を踏まえ、引き続き徹底し

た業務の精選・スリム化が求められていることを認識し、業務の抜本的な見直し

について、マネジメント能力を最大限発揮されたい。併せて、テレワークの活用

や業務改善等により、計画的かつ効率的に職務を遂行する重要性について職員一

人一人の意識改革に努めるとともに、「とくしまスマート県庁推進プラン」等に

掲げた目標達成に向けて休暇等を取得しやすい職場環境を整備する必要がある。

本委員会としても、労働基準監督機関として必要な指導を行うとともに、任命

権者を始めとする関係機関と連携しつつ、長時間労働の是正に向けた取組を支援

していく。

イ 学校現場における教員の負担軽減

学校現場における教員の長時間労働の実態が指摘される中、本県教育委員会に

おいては、「とくしまの学校における働き方改革プラン（第２期）」を策定し、学

校における働き方改革の更なる推進に取り組んでいる。

第２期プランでは、タイムマネジメントの徹底、業務改善の更なる推進、外部

人材の積極的活用及び部活動の適正化を４つの取組の柱として改革を推進すると

ともに、教員の働き方改革に対する保護者・地域への理解促進にも努めている。

また、令和３年度から部活動の地域移行に向けたモデル事業を実施しており、

課題や効果を検証しつつ、地域の受け皿を整備していくことで学校や教員が担っ

てきた業務の役割分担を進めていくことも重要である。今後とも、多くの教員が

働き方改革の効果を実感できるよう、第２期プランに定める取組をより強力に推

進していく必要がある。
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特に、校長等の管理職員は、教員の勤務状況を的確に把握し、業務の平準化や

見直しに取り組むとともに、教員業務支援員等の支援スタッフが教員の負担軽減

に必要な業務に効果的・効率的に従事できるよう、適切な組織マネジメントを行

う必要がある。

ウ 職員の健康管理

職員の心身の健康は公務能率向上や活力ある組織づくりに不可欠であり、近年、

民間企業においては健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する健康経営

・健康投資が注目されている。公務職場においても、定年引上げに伴い、高齢層

職員の割合が増加していくことを念頭に、職員の健康増進施策を推進していく必

要がある。

長期病休者については、近年増加傾向にあり、そのうち精神疾患を原因とする

者の割合が半数を超える状態にある。任命権者においては、メンタルヘルス対策

として、精神疾患による病休者数増加の原因分析を行い、予防、早期発見・早期

対応、復帰支援や再発防止までの取組を適切に実施するとともに、ストレスチェ

ックの集団分析結果を職場環境の改善に効果的に活用するなど、職場におけるス

トレス要因の軽減・除去に積極的に取り組まれたい。

ハラスメント防止については、令和２年度、任命権者において「職員のハラス

メントの防止等に関する要綱」等を定め、研修の充実や相談窓口の周知、所属長

メッセージの発出等、防止のための対策を強化しているところであり、引き続き

その根絶に向けた取組の実効性を高めていくことが重要である。

本委員会としても、職員からの苦情相談に適切に対応することで、職員の不満

や不安の軽減、早期の解消、職場環境の改善につなげてまいりたい。

エ 仕事と生活の両立支援

「地方公務員の育児休業等に関する法律」が改正され、令和４年10月からは育

児休業の取得回数制限が緩和された。併せて、関係条例・規則等の改正により、

非常勤職員を含めて、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のための休暇・休業

等の柔軟な取得が可能となった。これらの制度が職員に広く活用されるよう、制

度を利用しやすい環境整備に努めることが重要である。

任命権者においては、「次世代育成支援対策推進法」に基づく「特定事業主行

動計画」の推進、「とくしま新しい働き方（スリーボス）宣言」の実施など、職

員誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる。今後とも、これまでの取

組の成果と課題を検証し、両立支援制度の更なる活用・定着を図ることが求めら

れる。

人事院においては、令和４年から学識経験者により構成する「テレワーク等の

柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」を開催してお

り、中間報告において、フレックスタイム制及び休憩時間の柔軟化が提言された

ほか、今後も勤務間インターバル確保の方策やテレワーク時の休憩時間など、柔

軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方について検討することとされてい

る。

本県においても多様で柔軟な働き方を推進しており、国の研究会による検討の

動向を注視するとともに、他の都道府県の取組等も参考にしながら、本県に適し

た勤務時間制度等の在り方について検討していく必要がある。
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⑵ 多様で有為な人材の確保・育成

新型コロナ、人口減少、災害列島を始め、様々な課題を克服し、ポストコロナを

見据えた新しい時代にタイムリーに対応していくためには、意欲を持って自ら課題

に挑戦し、的確な判断と迅速な行動ができる、決断力や柔軟性を備えた人材を育成

し、組織力を一段と強化していくことが求められている。

一方、若年労働力人口の減少、民間企業における採用活動の活発化・早期化、学

生の就業意識の多様化等を背景に、近年、公務員の志望者数は全国的に減少傾向が

続いている。

こうした中、本委員会では、採用試験の見直しとして、例えば、県外社会人枠の

創設や、新たな職種における試験区分の追加などを適宜行うとともに、積極的な採

用広報活動を行うなど、多様で有為な人材の確保に努めているところである。

令和４年度は、採用試験において、福祉職を創設し、採用広報活動では、Ｗｅｂ

説明会や、ＳＮＳによるタイムリーな情報発信に積極的に取り組むとともに、新た

に県内高校生に対して、大学卒業後の就職先として、県職員を早い段階から意識付

けてもらえるよう、出前講座を始めるなど活動の強化を図ったところであり、今後

も多くの受験者を確保できるよう、より効果的な方策を検討し、広報の充実に努め

る。

とりわけ、競争率が低い技術系職種においては、任命権者と連携した県内外のリ

クルート活動の強化等、様々な機会を通じて、なお一層受験者確保に努める必要が

ある。

人材育成については、任命権者において、時勢に応じた研修内容や受講しやすい

方法を工夫するとともに、日々の業務を通じて行われる研修（ＯＪＴ）等と併せ、

職員が持てる能力を最大限に発揮できるよう能力開発に取り組んでいく必要があ

る。

障がいのある職員の配置に当たっては、本人のプライバシーに配慮した上で、周

囲の職員に障がいの内容や必要な配慮について理解を得るとともに、障がいの特性

に配慮した必要な措置を講ずることが重要であり、今後も、任命権者には、障がい

の内容や程度に応じて能力を十分発揮できる人事管理と勤務環境の整備が求められ

る。

⑶ 女性職員の育成・登用

本県では、「特定事業主行動計画（第２期）」を令和２年度に策定し、女性職員の

活躍の場や機会の拡大に向け、女性職員の登用や働き方に関する数値目標を掲げ、

その育成・登用を積極的に推進しているところであり、一定の成果を上げている。

引き続き、女性職員が能力を十分に発揮し、意欲を持って働けるよう、キャリア

形成が可能となる多様なポストへの配置を積極的に行うとともに、職場内の意識改

革や協力体制づくりを強化し、長時間労働の是正やワークライフバランスの確立を

する等、働きやすい環境を整備する必要がある。

⑷ 高齢層職員の能力・経験の活用

令和５年４月から、職員の定年が現行の60歳から段階的に引き上げられ、令和13

年４月に65歳となるとともに、役職定年制、定年前再任用短時間勤務制、60歳超職

員の給料月額７割措置等も一括して導入される。

職員が新しい制度内容を十分理解した上で勤務の意思を決定できるよう、60歳以
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降の任用、給与及び退職手当等について、事前の十分な情報提供を行うことが重要

である。

また、定年引上げに伴い、60歳以降の職員の勤務形態が多様となることから、高

齢層職員のモチベーションの保持等、様々な視点による人事面での配慮が求められ

る。

任命権者においては、高齢層職員の職務内容を十分に検討し、本人の希望にも沿

いながら個々の適性や能力に応じた人事配置による組織の強化、役割の明確化等に

よるモチベーションの維持・向上に努めるとともに、職員全体の制度への理解を醸

成するなど、全ての職員が働きやすい職場環境の整備に努められたい。

本委員会としても、任命権者と連携し、高齢層職員の適正な勤務条件が確保され

るよう努めていく。

⑸ 服務規律の確保

任命権者においては、職員一人一人の高い倫理意識の確立と服務規律の確保の徹

底を図り、不祥事の未然防止に努め、県民の疑念を招くことがないよう、不断の取

組を行わなければならない。

管理職員にあっては、テレワーク等の多様な働き方が浸透する中において、公務

能率やモチベーションの維持・向上、コミュニケーション機会の確保等に十分配慮

するとともに、職員の特性や勤務状況を把握し、職員相互に意思疎通のできる風通

しの良い職場づくりに取り組むことが求められる。

第３ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

職員(※)は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、地方公

共団体の当局により適当な措置が執られるよう要求することができる。

この要求があったときにおいて、人事委員会は、審査を行い事案を判定し、その権限

に属する事項については自らこれを実行し、その他の事項については権限を有する地方

公共団体の機関に対し必要な勧告をしなければならないこととされている。

措置の要求は、令和４年度当初係属事案及び令和４年度内の要求事案ともに該当はな

かった。

(※)「職員」には、人事委員会に対して公平委員会の事務処理を委託した地方公共団体

の職員を含む。第４において同じ。

第４ 不利益処分に関する審査請求の状況

職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けたときは、人事委員会に対し

て審査請求ができる。

この審査請求を受理したときにおいて、人事委員会は、その事案の審査を行い、その

処分の承認、修正又は取消しを行い、必要がある場合は、任命権者に対し職員がその処

分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならないこととされ

ている。

審査請求は、令和４年度当初係属事案及び令和４年度内の審査請求事案ともに該当は

なかった。
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